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本日の会議に付した事件 

 

                       令和元年第２回山元町議会定例会（第４日目） 

                       令和元年６月１４日（金）午前１０時 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第３９号 町道の路線廃止について 

日程第 ３ 議案第４０号 町道の路線認定について 

日程第 ４ 議案第３１号 山元町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

             の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議案第３２号 山元町手数料条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議案第３３号 東日本大震災に伴う山元町国民健康保険税の減免に関する条例の一部

を改正する条例 

日程第 ７ 議案第３４号 山元町介護保険条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議案第３５号 平成３１年度 山元町消防ポンプ積載車等更新事業に係る物品購入契 

             約について 

日程第 ９ 議案第３６号 平成３１年度 山元町坂元合同庁舎解体工事請負契約の締結について 

日程第１０ 議案第３７号 平成３１年度 漁復第１号 漁港環境施設整備工事請負契約の締結に

ついて 

日程第１１ 議案第３８号 平成３１年度 復興交付金事業 旧中浜小学校震災遺構保存整備工事

請負契約の締結について 

日程第１２ 議案第４１号 令和元年度山元町一般会計補正予算（第１号） 

日程第１３ 議案第４２号 令和元年度山元町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１４ 議案第４３号 令和元年度山元町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 委発第 ２号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書 

日程第１６ 閉会中の継続調査申し出について 

日程第１７ 議員派遣の件 

                                             

午前１０時００分 開 議 

議 長（阿部 均君）ただいまから、令和元年第２回山元町議会定例会第４日目の会議を開きます。 

      これから本日の会議を開きます。 

      １２番青田和夫君から本日の会議を欠席する旨の届け出があります。 

      本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

〔議事日程は別添のとおり〕 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、山元町議会会議規則第１２４条の規定によって、１０番髙橋建夫

君、１１番橋元伸一君を指名します。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議長諸報告を行います。 



- 2 - 

      委員会提出議案の受理、議会運営委員会委員長から委発１件が提出され、これを受理

したので、その写しを配布しております。委員会調査報告書及び継続調査申し出書等の

受理、総務民生委員会委員長及び産建教育常任委員会委員長から閉会中の調査報告書、

総務民生常任委員会委員長から視察研修報告書と各常任委員会委員長から閉会中の継続

調査申し出書が提出されましたので、その写しを配布しております。 

      閉会中の議員派遣、山元町議会会議規則第１２６条第１項の規定により議員を派遣し

ますので、その写しを配布しております。 

      一部事務組合等議会の報告、亘理、名取共立衛生処理組合議員、亘理地区行政事務組

合議会議員から、報告書が提出されましたので、その写しを配布しております。 

      これで議長諸報告を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）ここで町長から本定例会第３日目、６月１２日に行われた一般質問において、

４番岩佐孝子君に対する補足説明をするため、発言の申し出がありましたので、許可し

ます。 

      町長齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）貴重な時間を頂戴いたしました。よろしくお願いいたします。 

      一昨日、岩佐孝子議員の一般質問における再質問の中で、前回、町長は今まで過疎か

ら脱却した自治体はない。聞いたことがないと言っていたが、何年度まで脱却するのか

とのくだりがございました。この件について、今後のこともございますので、改めて事

実関係を含めてですね、補足説明をさせていただきたいというふうに思います。 

      確かに、前回、２９年１２月の第４回議会定例会において、岩佐孝子議員から、過疎

からの脱却年度の目安を問われた際に、回答として、先行して指定された過疎自治体の

中で、私の記憶では、過疎から脱却できた。そういう宣言をできた。指定から外れたと

いう市町村はないというふうに理解していると。そういう旨の発言をしております。こ

の発言の趣旨については、現在のこの改正、過疎地域自立促進特別措置法が１２年３月

に制定され、１２年度から施行されて、今日までの間にですね、過疎の指定解除を受け

た市町村はないという、そういう事実に沿った記憶での発言だったということでござい

ます。 

      第１次となる過疎法が議員立法によって昭和４５年４月に制定されて以来、３度の延

長を経て、現在も第４次過疎法に移行しておりますが、１次から３次までの間に、過疎

の指定解除を受けた市町村は合わせて３０４団体となっております。その要因としては、

高度経済成長期と人口増加社会という時代背景があろうかというふうに思います。平成

１７年を境にして、人口減少社会に突入した現在の過疎法とは時代背景が大きく異なる

ものとなっているところでございます。 

      さらには、以前、産建教育常任委員会のほうで視察研修に訪れた群馬県川場村につき

ましてはですね、現在の過疎法が施行される直前の平成１２年３月末で指定を解除され

ておりますが、昭和４６年に過疎の指定を受けてから、実に２９年間を要したというこ

とでございます。 

      以上でございます。 

議 長（阿部 均君）以上で町長の発言を終わります。 

      この発言に対しての質疑、ご意見等は、議会先例２８番により、質疑は行われないと
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されておりますので、許可はできませんので、ご了承願います。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第２．議案第３９号、日程第３．議案第４０号の２件を一括議題としま

す。 

      本案について説明を求めます。 

建設課長（佐藤 誠君）はい。議案第３９号町道の路線廃止について及び議案第４０号町道の路線

認定についてですが、関連がありますので、一括してご説明申し上げます。 

      まず、議案第３９号でございますが、議案の概要につきましては、第２回議会定例会

配布資料№１０をごらんください。 

      本議案は、道路改良による起終点の変更に伴い、現路線の廃止をするため、道路法の

規定により議会の議決を要するため、提案するものでございます。 

      整理番号１、町道５１０７号、真庭千保田線、延長２０９．４４メートル及び整理番

号２、町道５１４５号、下郷新町西線、延長７６．０１メートル、合計２８５．４５メ

ーターの廃止について提案するものでございます。 

      ２ページ目、路線廃止図をご覧ください。 

      廃止図の上①が５１０７号、真庭千保田線の路線図になります。 

      起点及び終点につきましては、記載のとおりでございます。 

      また、下の②が５１４５号、下郷新町西線の路線図になります。 

      起点及び終点については、記載のとおりとなります。 

      次に、議案第４０号町道の路線認定についてご説明申し上げます。 

      議案の概要につきましては、第２回議会定例会配布資料№１１をごらんください。 

      本議案は、道路改良による起終点の変更等に伴う路線、常磐自動車道の側道並びに坂

元川護岸改修により整備された路線を認定するに当たり、道路法の規定により議会の議

決を要するため、提案するものでございます。 

      整理番号１、町道４２８１号、つばめの杜北線、延長９９０．００メーター。 

      整理番号２、町道５１０７号、真庭千保田線、延長５３６．００メーター、これは先

ほど廃止について提案させていただいた路線の再認定になります。 

      次に、整理番号３、町道５１５４号、下郷新町西線、延長２４３．３０メーター。 

      整理番号４、町道６２０８号、町東１０号線、延長１６２．１０メーター。 

      整理番号５、町道３２１３号、高瀬南山神線、延長３８５．００メーター。 

      合計２，３１６．４０メーターの認定について提案するものでございます。 

      ２ページ目をごらんください。 

      認定路線図１とありますが、こちらの上の図が整理番号１、つばめの杜北線の路線図

になります。起点、終点は記載のとおりでございます。 

      この下、②は、整理番号２、５１０７号真庭千保田線の路線図になります。起点、終

点は記載のとおりでございます。 

      次に、３ページ目をごらんください。 

      認定路線図２とありますが、こちらの上の図面が下郷新町西線の路線図であり、起点、

終点は記載のとおりでございます。 

      同じページの下が町東１０号線の路線図になりまして、起点、終点は記載のとおりで

ございます。 
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      次に、４ページ目をご覧ください。 

      認定路線３と書いてあるページになります。 

      こちらが整理番号５、高瀬南山神線の路線図になります。起点及び終点につきまして

は記載のとおりとなります。 

      以上で議案第３９号、４０号の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、可

決賜りますようお願い申し上げます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

４番岩佐孝子君の質疑を許します。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。第４０号の中の整理番号１番、つばめの杜北線なんですけれど

も、これにつきましては、線路の下からですけれども、山下の町に入っていくわけです

よね。その後の全体での設計というか、計画はあるんでしょうか。お尋ねします。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。この周辺のまちづくりの趣旨という趣旨でよろしいでしょう

か。はい、あのこちらの路線につきましてはですね、一般質問のほうで町長のほうが申

しておりましたように、今後の山下停車場線とその今回認定させていただきますつばめ

の杜北線、この間の地区のですね、将来の利用を想定した路線となっております。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。今後の計画を踏まえてということなんですけれども、このまま

真っすぐ突っ切ると、山下の町の中に入るわけですよね。それをどういうふうな形で今

度は避難道路とか、何かということを考えたときに、どういうふうにして整理していく

のか、どのような計画として路線を考えていくのかについてお尋ねします。ご回答願い

ます。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。今お話のありました件については、この町の中に入る部分と

いうことはやはり今家が建っている部分でございますので、具体的にここをこのように

つないでいくという計画が現在あるわけではございません。まず、今後ですね、この今

回計画している部分について、固めた後に、今後そこをどのようにつなぐのか、つなが

ないのか、そういったことに関しても、今後の課題であると認識しております。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。はい、これからということなんですけれども、まちづくりの都

市計画マスタープランなり何なりがあって、その中で審議をして、こういうふうな計画

を出すものだと私は思うんです。そういうことからしたらば、この町の中の付近まで持

っていって、そこからどういうふうにしていくかということも踏まえながらやはりこう

いうふうな認定なり、何なりというのを出すべきではないかと思うんですが、町長、い

かがでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。今回の路線認定については、一般質問でもお答えしましたとお

りですね、駅を中心とした拠点形成をですね、さらに強化していくと、周辺の市街化調

整区域、もう既に一部宅地としての利用が進んでいる区域でございますので、それの利

用のですね、誘導を図り、ための基盤整備をしていくんだと、宅地、道路をそのために

整備するんだというふうなことでございまして、避難道路、例えばですよ、議員ご指摘

の避難道路を意識してということになれば、それはまた別な経路でですね、のこの周知

徹底というものが必要になってこようかなというふうに思います。 

      先ほどのご質問の趣旨を咀嚼しますと、その先の比較的狭隘な部分もどうするんだと

いうふうな意味合いもあるのかなというふうに思いますけれども、現在の町の考え方と
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しては、密集エリアをそこにその一定の幅といいますか、そういうふうな道路整備まで

というのはなかなか現実難しいのかなというふうに思っております。イメージしていた

だくとすれば、その国道からですね、山下神社の水路のほう、七十七銀行のほうにおり

ていく道路ございますね。あそこは、側溝に蓋をかけて道幅を広げました。そしてまた、

その後最近その東側ですか、平田自転車屋さんの用地ご協力を得て、あそこも若干の拡

幅をしておりますけれども、その程度のイメージは持てますけれども、いわゆる家屋の

立ち退き補償までですね、想定したその先の整備改良というのは、現段階ではなかなか

難しいのかなというふうに考えているところでございます。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。新市街地を形成するというのは、理解はできます。でも、旧市

街地をも守る必要性があるということから、私は、この辺はもう少し綿密な計画のもと

に、こういうふうなものを出すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。まちづくりというものはですね、議員も篤とご案内のとおり、時間の

かかる中で取り組んできております。今までのまちづくりがどうであったのかというも

のが基本的にベースにあるわけでございますので、今確かにそれはそれとしてその上に

立って、今後どうすべきかということ大事な視点でございますけれども、町の財政規模

等々を考えますとですね、それはある意味現実的に立てばなかなか難しいのかなという

ふうに思っておりますので、まず、そういう問題意識を持ちながらも、その要所要所、

地権者の温かいご理解を得る中でですね、先ほどご紹介したような重だったところを、

これといったところをですね、若干でも利便性の向上につながるような補修なり改修を

進めていくことが肝要かなというふうに思っております。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。利便性というところであれば、それは考える必要性はあるとは

思いますけれども、もう少し将来的な、この道路を建設するとすれば、計画立案をし、

そして実施までには最低でも５年、１０年ってかかっているような気がしてなりません。

そういうことを考えたならば、これから３０年後、５０年後を見据えたものとしての取

り組みが必要ではないかと思われますが、その辺について申し上げ、私の質疑とします。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。１つは、廃止のほうについてなんですが、これちょっと確認という形

なんですけれども、この上のほう真庭千保田線、これ町道廃止だから、認定されていた

っていうことなんだけれども、ちょっとイメージ的に沸いてこないんです。このこれは

町道としていづ認定されたのか、あと根本的な全体につながる話だから、そこのところ

も確認したいんだけれども、この認定というのは一体誰が決めるのかということもあわ

せて、お尋ねいたします。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。今お話しのありました町道の認定の時期でございますけれど

も、済みませんちょっと手元に資料ございませんので、今明確な時期としてはお答えで

きません。 

      次にですね、認定の手順についてでございますけれども、道路法の中で、議会の議決

を受けて認定するというふうに規定されており、そういった手順でこれまで認定を進め

てきたものと認識しております。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。だから、誰が起案するのかというね、町が、町から出されたも

のを議会が議決でねというのはわかるんだけれども、その一番最初のこの発端、誰がこ

の道路を町道として認定するのかと。だって、あの現状を見たらさ、あそこをどこから
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どう見たってあぜ道なんだよね。それを廃止、だから、町道として認定したから廃止す

るんだろうべけれども、その辺の関係がわからないとね。わからないというというか、

その辺の疑問があるんですけれども、その辺についてとりあえずわからないんだったら

ちょっとあいづなんだけど……。 

議 長（阿部 均君）認定までの庁舎内での工程といいますか、どのような手順を踏んで議案とし

て提案されるのかということだと思います。そうでしょう。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。認定に至るまでの手順、経緯としては何パターンかあるかと

は思いますけれども、一番わかりやすいパターンとしては、先ほど議論に上がりました

つばめの杜北線においてですね、新たにここを整備するという意思をもって認定すると

いうパターンは１つございます。 

      あとほかにですね、農道として認定していたものを現地の利用状況等を勘案して、町

道として一般の交通に供することが適切であると判断して認定する場合等もございます。 

      あと、そうですね、ほかにはほかの事業による工事、例えば近くでいいますと常磐道

の整備とかですかね、そういったときに付け替え道路、既存の道路の付け替えとして整

備されたものがですね、立派になって結果的に利用者がふえたことによって、そういっ

たものを追加で認定するというパターンもあると認識しております。 

      以上です。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。今、いろいろしゃべったわけなんですが、この路線については、その

どれに当たると受けとめればいいんですか。 

議 長（阿部 均君）今遠藤議員の質疑はですね、どのような、いろいろ大きな道路ができた、あ

とは鉄道ができたとか、付け替えとか、いろいろありますけれども……。（「その理由ね。

これについてはどれに当てはまるかという、非常に素朴な疑問です」の声あり）どれに

当てはまるか。はい、わかりました。どれに当てはまるかということで。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。ちょっとこれもともとの真庭千保田線がどのパターンに当て

はまるのかということでございますけれども、ちょっと済みません。先ほどお話ししま

したように、まず、この認定時期が今手元に資料がないということと、あとそれを調べ

て確認するとなると、その時期に周囲でどういったことが行われていたのかということ

から推定することになるかと思うんですけれども、ちょっと今この場でお答えすること

はちょっと正直難しいと思います。時間をいただければと思います。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。そういうことで提案されても困るんですが、というのとは、こ

れ次に結びつくね、話に、次行って今度新設ね。につながる話です。その前に、ここの

部分だけでもう１回確認しますと、じゃあ町道ってどういう、町道の規定ってどういう

ふうに受けとめればいいのか。例えば、あそこを我々はあぜ道、あぜ道というんだよ、

普通。普通の大型が通れないのは町道として認めませんよとか、素人考えなんです。と

いうのが多分あるかと思うんだけれども、全くねえんだったらねえでいいんだけれども、

その辺の規定ってあれば、お伝え願えれば。 

議 長（阿部 均君）当然農道と町道が主な部分だと思いますけれども、その農道と町道の違いと

いいますか、そういうふうな部分について。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。基本的な考え方といたしましては、一般的な交通の用に供し

て、かつ必要以上の幅員ですとか、カーブのきつさですとか、そういったものを満たす

ものと町道として認定しており、農道に関しましては、基本的には耕作用等に供するも
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のを農道として認定するものと認識しております。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。納得のいく理解できる答弁になっていないんですけれども、町

道というのは当然そのね、交付税交付の対象となるものだし、それなりのためにはちゃ

んとそれなりの姿、格好をしなくちゃならないと思うんですよ。そのためにいくばくか

でもね、交付金もおりてくる。それは利用させるために、利用しているからということ

で、交付金もおりてきているということになったと思うんだけれども、どうもあの姿形

を見るとね、私はこれまであそこをずっとあぜ道って、見たことあるべ、という認識し

かないの。だから、ここを通ってうまくないのかという、通ってもおっかないしね、危

険でもあるしね、ちょっとした大きな車だったらば、どっちかさひっくり返っていくと

いうようなね。だから、その町道の規定って、ちゃんと定められているのかというね、

ことの確認なんですよ。 

      そして、ここにあんまり長くあれしてもあれなんだけれども、しかしながら町道とし

て認定されて、その経緯についてはわからないということだけれども、だから、一番最

初にね、町道って簡単にこの決められるものなのか。逆な考えするとだよ、もうどうで

もいいような道路もね、町道として認定してしまえば、そしてそれを議会が認めれば、

こういうな道路でも町道としてなる可能性、ことが考えられる。そしてそのことによっ

て、交付金の対象になるということになると、国をこういう表現を使いたくないから、

使わないけれどもね。そういうこともあるわけです。だから、そういう意味でね、そう

いう意味でこの町道を認定するか、町だけの判断でいいのかね。国がそれを見て、ああ

これはちゃんと町道として認められるよということで、という経緯によって決められる

ものか。答えやすい質問にしていますけれどもね。交付税の交付金の対象とするために

は、メーターと幅と面積と、あるということになるわけだけれども、これはどういうふ

うな計算になっているか。ちょっと確認します。だからどこからどこまでがあそこ、あ

の表面だけで見るとさ、どこからどこまでがその町の町道、公用というのか、公共の公

用の分というふうに見るのか。その辺はどういうふうな位置づけというかね、受けとめ

なのか。 

企画財政課長（大内貴博君）はい、議長。町道、今回の場合ですね、町道認定と廃止ということに

なりますけれども、合計すれば町道の部分がふえるということになりますので、基準財

政需要額、普通交付税の算定におけるですね基準材需要額が増加するということになる

と考えております。土木費の中の道路橋りょう費、こちらの算定の基礎の部分になりま

すけれども、道路につきましては、面積、延長、これが算定の基礎ということで計算さ

れるということで認識しております。 

      以上でございます。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。だから、その際にね、あそこについてはね、面積をどういうふ

うに算出しているのかね。積算しているのか。メーターをどこまで、どこからどこまで、

メーターはわかるけれども、面積だね。面積も大きな基礎になっている今もね、示され

ました。その際、あの道路については認定するんですから、５１０７号というふうに、

認定した以上、その背景というか、その数値は明確になっていると思うんだよね。それ

の積み重ねが全町、町の紹介というかね、山元町は全長町道全町２７０キロとか９０キ

ロとかね、面積は何ぼあるとかというふうに示されているけれども、その中にもし入っ

ているのであれば、当然そこの部分というのは、どんな規格になっているのかというこ
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とになるわけだけれども、ただ、これもね、いつまでもいつまでもあるとね、一々さか

のぼって調べなくてねえということになるんだけれども、だけれども、それもおかしい

と思うんだ。これは、おかしい、それはどこまであいづすっかというのも、皆さんの答

えの中からあれするけれどもね。今度これがさらに今度新設につながっていくわけだこ

れね。どういうこと等を考えるならば、そのためにこっちが廃止するということなんだ

からね。大きな事業の目的に向かっての事業なんだから、住民にね、とりわけ周りの地

権者、地域住民にわかりやすいような形で提案されないと、我々はね、このぶんは、は

っきり言って大したことないと思うよ、ここの部分だけを見ればだよ。だけれども全体

の事業を考えたときに、やっぱりここを一旦認めると、そこさ全部つながっていくんだ

から、全部が賛成しなくちゃならないというくらいの大きな事業なんです。 

      今、岩佐孝子議員がね、言いました、別な部分でね。あれだって逆ですよ、進め方、

その辺の周辺のまちづくりの計画を示して、それを成立させるうえで、ここの道路を拡

幅しなくちゃならない。整備しなくちゃないというような取り組み方に行くと思うんで

す。ちょっと話が広がっけども似通っているから。 

      そして、その基本をなしているのが都市計画なんですね。都市計画っでこういうまち

づくりをこの辺の地域をこのようにつくりますよと。そのために必要な道路整備として、

ここを考えますというようなことで、こういう事業が前に進んでいくものと受けとめて

いたんですけれども、その前の部分はいいんですけれどもね。 

      ということからすると考え方がね、非常にこう甘いといいますかね、我々に提案する

以上は、どういったその質疑にも答えられるような、質疑した疑問にも答えられるよう

な形で提案をしていただかないと、私たちはこれまでもこういうこと何回もありました。

そのたんびにこのこういう形でね、確認しているんですけれども、その辺の大いに疑問

があるということで、ここらその部分にはとどめておきます。 

      あの万が一ね、調べた結果、ここ、町道にちゃんと認めているんだから、ちゃんと基

礎資料、その基礎資料については、いずれこの場でなくていいですから、示していただ

きたい。まず、それは要求しておきます。 

      この話になったので、引き続きですね、今度新設路線、認定路線、路線認定について、

今と同じつながる部分、町道５１０７号真庭千保田線について確認します。 

      このこれ、この前この資料をいただいて、見て初めてびっくりしたんですが、これも

大きな新設で、大きな事業改良何も、どのくらいするんですか。この部分についてはで

すね、理由が示されているわけですが、３点理由を示しているんですが、この３点理由

のうちのどこに当たるのか確認します。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。こちらの認定に関しましては、理由の最初に記載しておりま

す道路改良による起終点の変更等に伴う路線が該当しております。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。そうすると、道路改良ということ、この場合には道路のないと

ころに道路をつくるんだから、道路改良ということに当たるのかどうか。こいつだけ表

面上のね考え方でいいんだげんとも、その際ね、道路をつくるここの部分についてはね、

その際の事業計画というのはあるんですか。道路の事業計画というかね。さっきの話と

似たりよったりになるんだけれども、こういうことがあって、ここに道路を新設します

よと。その辺の計画を示してください。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。はい、この路線についてはですね、ここだけ見るとちょっと
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話がわかりづらくなってしまうんですけれども、もともとここの国道６号線の交差点の

東側にはですね、新浜諏訪原線が接続する計画となっております。そして、この北側に

はですね、５差路ですか６差路ですか、あの変則交差点がございまして、そこが非常に

交通に支障をきたす場所になっております。そういった背景がございまして、新浜諏訪

原線が東側に来る場所にですね、西側からこの真庭千保田線を線はあくまでも仮定でご

ざいますけれども、この位置にですね、接続いたしまして、北側の変則交差点への車の

流入を減らすということと、あと西側からのですね、国道６号線のスムーズなアクセス

を確保するという目的からこの路線を計画しております。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。だからそこをちゃんと文書で示していただきたい。新浜諏訪原

線からね、関係しているわけですよ。ということであるならばなおのことね、あそこは

避難路として整備しているわけでね。その抜け道としてということでのあれだったし、

あそこがそもそも新浜諏訪原線をあなたいないときだったからね、この話を聞いてもあ

れなんだけれども、交通安全上もね、大きな問題点としていろいろ議論が上がったとこ

ろなんです。あとは避難路として位置づけだことについて、やっぱり抜け道がないとい

うことで、そういう話がありました。とかね。その部分についてはそれに応えるような

多分その道路ということになるんでしょうけれども、であるならば、もうこの路線、こ

ういうふうにするって決めたんべは、町としてね。ここまで、この辺のね、そして新浜

諏訪原線の議論を進めていただくのに地域住民との話、理解が十分かというところに対

しては、十分なその回答はなかったんです。議論上ね、議論っつうか議会のね。 

      そして、そこでそういうことも大きな問題になったんだけれども、最終的に通ってし

まった。通ったと。通ったことによって事業が進んできたという経緯なんですよ。とい

う問題を経験しているときに、したときに、同じようなね、取り組みで、地権者にこれ

お話をしていますか、こういうことを。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。はい、そうです。あの地権者の方々に直接はまだ説明はいた

しておりません。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。この田んぼはね、いつの時代かわからないけれども、ちゃんと

立派に整備してね、優良田んぼにして、そしていっぱいお米とれるようにということで

整備したところなんですよね。そこにこれを通す。この１枚物だけ見るとね、全く分断

される。せっかく大きくしたものをね、分断されるからね。この一団が１地権者のもの

かどうかというのは確認を得ていないからあれなんだけれども、いずれにしてもこの優

良にしたものを大きく分断するということを町が力でこれを進めようという、そうした

場合に、当然ね、その問題を想定しなくちゃない。やるんだったらね。やるにしても、

事前にこの線を決める前に、こうしたいんだという話は絶対なくちゃならないと思うん

ですが、そういった進め方について町長いかがですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。今回のこの路線認定、あるいはその事業計画の進め方について

はですね、いろいろ予定される事業費の確保、調整という部分が県との関係がございま

すのでですね、その関係も含めて担当課長のほうから補足させていただきたいというふ

うに思います。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。あの本来であればですね、確かに議員おっしゃるとおりです

ね、まず地元とですね、議会のほうにですね、計画についてご説明をした上でですね、

こういったものを提案させていただくべきかと思います。思いますけれども、ちょっと
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ですね、その辺につきましては、タイミングが、タイミングを逸してしまったことは事

実でございますが、今後ですね、こちらの先ほど話が出た新浜諏訪原線の計画を含めて

ですね、議会の皆様及び地元地権者の方々に早急に説明を進めていきたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。でもね、地域住民に説明する。地権者に説明するというのは当

り前の話なんだけれども、決まってからね、もう一方的にね、もうこういうなぐしたか

らよろしく何とかお願いしますお願いしますってねいう話になるわけね。そうするとね、

もう公権力でそういった、これ公共事業ですからね、公共事業がそういうふうに地域住

民を苦しめていいものかということにつながるわけです。非常にこれ重大な深刻な問題

なんですよ、議会の議員の皆さんもよくこう考えてほしいんですけれども、そういう問

題をね、そしてもうこの後の話、あと事後報告事後報告事後報告でもう決まったんだか

ら何とか何とかということでね、というのをもう目に見えている。だってもう反対した

って１人が反対したってね、もう公権力、あとはここをね、何だ指定とか、実際にない

ところをつくるというかね、あと今はやりのですね、強制執行とかね、というふうな話

にまで発展していくような話なんですよ、そうするともう一旦こう決めてしまえば、多

分強制執行の対象になって、そしてその路線というかね、取り組みの中でそういうこと

が可能になる。まだそれが決まってなければね、強制執行とか何とかというのは生まれ

てこない話なんだけれども、決めてしまったらそういう話にもつながってくると思うん

ですが、というふうになると、地権者はもうああもうしゃないわな、強制執行されるだ

はって、少しでもというね、いい条件の中でとかっていうようなことで町民を追い込ん

でいくその手法になるというね取り組み方ってね、これ公共がね、やっていい事業の進

め方かどうかというのを非常に、大いにこの疑問が大きく残るんですけれども、これ本

当にそういう考え、考え方の問題ですから、町長、どうですか、こういう進め方という

のは。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。はい、失礼いたしました。確かに議員ご懸念のようなですね、

最終的な形というものもございますので、やはり公共事業を推進する際には、できるだ

けその地元、あるいは地権者の方々へのですね、説明、理解を求めながら進めるべきと

いうのが、これは一般的にそのとおりだろうというふうには思います。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。ですから、それは当然のことだと。ただ、その説明がね、決め

てしまってからの説明になるのか、まだ決める前の説明なのかということなんです。今

これ通してしまえば、もう決めてしまってからの説明ということになります。そうする

と、住民のほうはもう決まったものだからという、泣く泣くこのね、美田を持っていか

れるというふうになるんですよ。いつの時点での説明にするんですか、町長。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。現段階では、この議会での議決を頂戴できれば、お盆前までに

はですね、そういう説明会を開催をしてまいりたいなというふうに考えているところで

ございます。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。議会の責任にするんですか。こういうね、判断できないような

中途半端な形で議会にね、提案されて、そしてこの議会はね、どうなるかわかりません

が、通ったら今度議会の責任になるんですよ。提案する前に、提案者がね、もう少しそ

の辺で、我々もこのちょうど中途半端な状態でね、これを認めるかというと、なかなか

判断に苦慮します。そういう問題がね、想定できるときにね。こういう中途半端なね、
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提案の中で、議員の皆さんの判断がどうなるかわからないんですけれども、私はこれは

認められない内容というふうに、私自身は議員活動、議員もその町民に責任を持つとい

う立場からするならば、そういうところでのそういう立場で判断するということになれ

ば、これについてはちょっと認められない。あるいはその上のほうもね、住民、先ほど

と同じような話なんだ、上というか、さっき出てきたつばめの杜北線のものもですね。

住民に何ら示さない中で、ぼんともうつくってしまうと、ここね。ここをなんぼ……、

ちょっと話いろいろ飛ぶとあれだからね。 

      とにかく地域住民に、事前に説明をする必要があるというふうな強調をする中で、上

のほうもやっぱりもう決める前に地域住民に、全体像を示した中で提案すべきだという

ふうに思える内容の提起なんです。こういうことを公共がやっていいものかどうか、私

は地域住民への説明はですね、決める前に、これを決める前にすべきだというふうに考

えるんですが、そういう立場には立てませんか。町長。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。極力先ほどお答えしたように、地権者、周辺の皆様へのですね、

説明をした上でというふうなですね、そういうセオリー的なものを重視しながらですね、

進めていくことが大切だというふうに思っております。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。決める前の説明はしないということですね。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。今後についてはそういう形でですね、進めるような方向でさら

に努力してまいりたいというふうに思います。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。明確にお答えください。町長は、これ決める前の説明はしない

んですね。決める前ってそうですね。決める前というのは具体的にきょうね、ここの部

分についてはね、提案、除いてそして提起するというような考えはないんですね。だか

ら、決める前が決まった場合に説明するという気持ちはない、考えはないんですねとい

うことの確認です。あるなしで答えていただきたい。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。今回の件についてはこの形でぜひご理解をいただければという

ふうに思います。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。わかりました。強行突破という話でした。誰がね、議員の皆さ

んも少し考えてほしいんだけれども、地権者に話もしない、説明もしない、何もしない、

そしてこの路線がどこまでだということも示さないでね、まず議会で決めてしまうんで

すよ。ということになるんです。そういうことが許されていいのかどうか、私は大きく

問いたいと思います。 

      ということで、今度さらにでなくて、また前に戻るとね、この路線をね、誰が決めた

んですか。こういう、この起点終点、この終点がここで示されているんだな。起点終点、

終点が名生前というの、６３ということだけれども。これはどういう区間で、どういう

理由で、根拠でここにタッチするというふうになったのか、その辺の経緯を、そういう

経緯も示さないでね、そして認めろなんていうね、こんな何というかそういう言葉を使

ってね、我々にだってね判断する参加する大いに場面ですよ。そして、悪い道路でない、

悪い道路って俺言っていないからね。全然言っていない。ただ、これを有効にね、本当

に避難路として将来のね、するときに我々にだって、この考えられる、一緒に参加でき

る場面が産建常任委員会であったかどうかというのがあれば、ちょっと失礼な話になる

んだけれども、戻って、どういう経緯でここに決まったのか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。担当課長、まだ日も浅い関係もございますので、私で一定の説
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明をさせていただきたいというふうに思いますが、先ほど議員のほうからも出ましたよ

うに、この新浜諏訪原線、避難道路としての位置づけで、新設路線として整備してきて

いるというようなことでございまして、国道にタッチする部分というのはですね、この

役場庁舎の前の道路を見ていただくとわかるとおり、新市街地からその交差点を経て、

この役場庁舎の西端のほうまで一定の整備をしておりますけれども、今回の諏訪原線に

ついてもですね、いわゆるこの簡単にＴ字路というのでなくて、先ほど確認された北の

ほうが町道になっているというふうなこともございまして、Ｔ字路からさらに町道のほ

うまで一定区間まではですね、この避難道路整備、交付金事業の中で、整備がされると

いうそういう範囲になります。ということは、一定程度その今の現道、この大きい町道

が現道にはなってはおりませんけれども、そこが一定の幅で整備されるということの機

会を捉えて、その先のこの町道真庭線に接続するまでそれを延長し、なおかつ避難道路

という性格を考えれば、一定の法線、直進線をもって、この町道真庭千保田線という形

で資料のほうにお示ししているようなですね、大まかなルートを確保できればと。そう

することがこの体育センターに入る変則交差点の車の流れ、あるいは町民グラウンドの

利活用、山元支援学校の利活用、町営住宅、あるいは福祉施設等々がございますので、

その辺の利用も含めると、こういうふうな形が一番望ましいのかなということでござい

ます。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。そういう理由、根拠についてはね、そういうことかということ

で受けとめておきますが、こういうね、重要なね、重大な大きな事業というふうに受け

とめるわけですが、今の町長だけの考えなのかね。あるいは一定のね、機関、町の機関

としての意思決定機関としての中からで確認された路線、最終路線経路なのか、その辺

について確認します。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。この種の事業の取り扱いについては、担当課のほうで吟味をし

てですね、担当課のほうで十分な吟味をした上で、予算の査定というふうな最終関門が

ございますけれども、当然、予算査定の前にはですね、副町長なり、私なり入った中で

議論を尽くし、その上で改めて予算の査定に計上するというのがこれは一般的な流れで

ございますし、でまた、その途上においてはですね、この法線なり、国道との接続の関

係もございますので、必要に応じて国なり、県とも協議、相談を重ねて、その感触も踏

まえながら、最終的な予算査定の場で決定されるというふうな流れになるというふうに

思います。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。しかるべき部分でちゃんと手続上間違いなく進めてきたという

今のお話ですが、そうしたいろいろ吟味しながらやってきたということですが、この地

権者との関係とか、この土地のね、関係とかというのは、その吟味した検討の中で、そ

の辺はどのように検討したのかね。当然そのこともね、路線を認める場合で、そのこと

も議論に、対象にしなくちゃならない、まずは最初にしなくちゃならない課題かと思う

んですが、吟味されたところでは、この辺の吟味はどうだったのか確認します。課長、

知っている限りでいい。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。まずですね、今回の提案におきましては、起終点を示させて

いただいておりますけれども、起点、町長が申しましたように、このようなできるだけ

真っすぐな形でやると起終点は、このぐらいになるだろうというところで決めておりま

す。それで、法線です。大まかな法線の形ですとか、幅員に関しましては検討されてお
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りますけれども、その地権者の関係の調整等はですね、そこまでは行われていなかった

というところが現状でございます。ただし、今回はあくまで路線として提案、路線認定

図でこのように実線が入ってしまっているので、これで線形は決定したいという意思に

受け取られてしまうかとは思うんですけれども、あくまで今回お願いしているのは、起

点と終点の設定ということで、この線形につきましてもですね、今後地元との調整の中

でですね、今後さらに吟味していく必要があるであろうと認識していることは申し添え

ておきます。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。あくまでただこう線を決めただけだというね、今そういうふう

に受けとめたんだけれども、あなたの発言、表現でね。そこで吟味って今吟味してね、

検討してきたということだから、相当深い検討をしてね、例えばだよ、土地買うんだか

ら、人の土地とっけえすんだから、そしたらその幅で、あと当然さっきも言った町道認

定というかね、町道の規格も当然、しかもここは避難路として位置づけているんだった

ら、相当な幅のね面積のことを想定した中で進めていかなければ、取り組んでいかなく

ちゃならない事業なんですよ。幅が広がれば広がるほどこの優良農地が持っていかれる

という結果になるんです。そういうことを考えたときに、なおのこと地権者とね、十分

な話し合い、理解を得るような話を進めた中で同時並行でいいですよ、それは。決まれ

ば。だけれどもなるべくその、なるべくって、できるだけその地権者のね、理解を得た

中で、最終的に強制執行をかけようともですよ、そういう中で取り組まなくちゃならな

い非常にこのデリケートな事業なんです、最初から。が含まれている事業なんですよ。

その取り組み方がね、もう全く逆だと。もうこれでもかこれでもかとね、力で前に進ん

でいくようなやり方で、いや、実際そうですよ。もう闇討ち的に地権者に行って話をす

るんだから、もうこれは決まりましたって。どうか認めてくださいと。そのときはてい

身低頭ね。という形だけはそういう形になると思うけれども、ということでお願いする

ようなね、誠意を見せながらということになるんだけれども、事後報告ですよ。 

      地権者にだって、田んぼを持っている人にだって将来の計画あります。この田んぼか

ら何ぼとってね、そしてあれする。もし、そういう途中で、そういう話が来たときに、

ああこの農家の人もそれに合った事業計画を立てなくちゃならない。この分ねぐなった

らば、この分をどこかで求めるかね。あるいは俺もう将来的につくないから、別な形で

対応するとかね。人生の問題ですよ。人の生き死にの問題ですよ、この問題は。それを

あなたたちは力で押し通そうとしているんですよ。決めてもらって決めてから話をする

というそこはもう明確でね、ここで決めるということを言っているんだから。そういう

今現実なんですよ。せめて、せめてもし、決めてから説明すると言うんであれば、当然

吟味しているんだから、その事業計画というのもちゃんと綿密なものがあるかと思うん

です。あった中で、こういう我々に提起していると考える。ただ、今これから考えるな

んていうね、もうねもってのほかですよ、それ。もう一旦決めてもらったらね、最初は

２メートルぐらいの幅でって住民に説明しておいて、もう決まってからは、今度いきな

りもう１０メートル、２０メートルのということも十分に考えられるんですよ、我々の

ね、そういう進め方をされれば。 

      あるかないかだけ確認します。そういった事業計画が。あるかないかでいいので。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。現在決まっている事項といたしましては、幅員です。基本的

な幅員とあと先ほど町長が申しましたように、どことどことを結んで交通のネットワー
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クをつくっていくのか、この２点は決まっていると認識しております。 

                                             

議 長（阿部 均君）あの時間で、休憩をとりたいんですけれども。 

      この際、暫時休憩といたします。再開は１１時１５分といたします。 

午前１１時００分 休 憩 

                                             

午前１１時１５分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君） 町長齋藤俊夫君から発言の申し出がありますので、許可をいたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。大変お時間をとらせておりまして、申しわけございません。 

      今回のこの議案第３９号町道の路線の廃止について及び議案第４０号の町道の路線認

定につきましては、前段の議論を踏まえさせていただきましてですね、今回は取り下げ

という形にさせていただきまして、改めて必要な調整をした上でですね、できるだけ早

くご審議をいただけるように努めてまいりたいというふうに思いますので、何とぞご理

解賜りますようお願いいたします。 

議 長（阿部 均君）議案第３９号、議案第４０号については、執行部から撤回というお話しでご

ざいますので、この件は終了いたします。 

      建設課長、所用のため退席いたします。そのかわり班長が代理で説明員として出席し

ますので、ご了解を賜りたいと思います。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第４．議案第３１号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

総務課長（菅野寛俊君）はい、議長。それでは、議案第３１号山元町特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例をご説明申し上げます。 

      お手元に配布しております配布資料№２、議案の概要をご準備願います。 

      提案理由でございますが、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職

選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うため提案するものであり

ます。 

      １の改正内容でございますが、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律にお

いて、選挙長等の費用弁償額が改正されたことから、法に準拠し定めております本町の

選挙長等の報酬額について改正するものでありまして、この表に記載のとおり、１日の

報酬額を１００円ないし２００円増額するものであります。 

      議案書の最終ページの新旧対照表のほうをごらんください。 

      今回の改正では、日額単価をそれぞれ規定する形を改めまして、報酬の額の規定を国

会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第１４条第１項に規定する額とさせて

いただく改定といたしました。これにより、今後、この法律で単価の改正が行われた場

合でも、その都度改正しなくても済むようにしたものでございます。 

      概要にお戻りください。 

      ２の施行期日でございますが、公布の日とし、来月執行予定でございます参議院議員

通常選挙から適用できるようお願いするものであります。 
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      以上、議案第３１号の説明といたします。よろしくご審議の上、ご可決賜りますよう

お願いいたします。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第３１号山元町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例を採決します。 

      お諮りします。 

      本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      議案第３１号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第５．議案第３２号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

総務課長（菅野寛俊君）はい、議長。それでは、議案第３２号山元町手数料条例の一部を改正する

条例をご説明申し上げます。 

      お手元に配布しております配布資料№３、条例議案の概要をご準備願います。 

      提案理由でございますが、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所

要の改正を行うため、提案するものであります。 

      １の改正内容でございますが、この法律におきまして、「工業標準化法」の法律名が「産

業標準化法」に改正され、「日本工業規格」の名称が「日本産業規格」に改められるこ

とから、当該名称を引用している箇所を改正するものであります。 

      議案書の最終ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 

      当該条例の別表の中に、３カ所ほど日本工業規格を引用している箇所がありましたの

で、３カ所とも日本産業規格と改めるものでございます。 

      概要書にお戻りください。 

      ２の施行期日でございますが、改正法の施行期日であります令和元年７月１日施行と

するものであります。 

      以上、議案第３２号の説明といたします。よろしくご審議の上、ご可決賜りますよう

お願いいたします。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 
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議 長（阿部 均君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第３２号山元町手数料条例の一部を改正する条例を採決します。 

      お諮りします。 

      本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      議案第３２号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第６．議案第３３号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

税務課長（佐藤繁樹君）はい、議長。それでは、議案第３３号東日本大震災に伴う山元町国民健康

保険税の減免に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

      条例議案の概要で説明しますので、配布資料№４をお手元にご準備願います。 

      まず、提案理由ですが、国が東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域

等における被保険者に係る国民健康保険税の財政支援を延長したことから、所要の改正

を行うものです。 

      改正内容ですが、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域などから山

元町に転入し、国民健康保険に加入したものの国民健康保険税減免措置を１年延長する

ものになります。 

      なお、減免の要件及び減免割合は表に記載のとおりです。 

      また、参考までに、平成３０年度の減免世帯は１０世帯で、減免の総額は４８万円に

なります。 

      施行期日等ですが、公布の日から施行しまして、令和元年度の課税に適用するものに

なります。 

      以上が議案第３３号の内容でございます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますよう

お願い申し上げます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第３３号東日本大震災に伴う山元町国民健康保険税の減免に関

する条例の一部を改正する条例を採決します。 
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      お諮りします。 

      本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      議案第３３号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第７．議案第３４号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

保健福祉課長（桔梗俊幸君）はい、議長。議案第３４号山元町介護保険条例の一部を改正する条例

についてご説明申し上げます。 

      今回の配布資料№５、条例議案の概要によりご説明いたしますので、あわせてお手元

にご準備いただきますようお願いいたします。 

      提案理由についてです。こちら介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等

に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴い、所要の改正を行うため提案するもの

でございます。 

      改正内容についてですが、こちら平成２７年４月１日に施行された地域における医療

及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護

保険法の改正に伴い、公費を投入し、低所得者の介護保険料の軽減強化を図る仕組みが

構築されたことにより、平成２７年度の介護保険料から第１段階の被保険者を対象に、

軽減強化を実施してきております。このたびの政令等の施行に伴って、ことし１０月に

実施される消費税率１０％への引き上げに合わせて、さらなる介護保険料の軽減強化が

図られたことにより、令和元年度、今年度の介護保険料から第１段階の被保険者に係る

軽減幅の拡大並びに第２段階及び第３段階の被保険者に対しても軽減対象枠を拡大す

るものでございます。 

      次に、こちらの概要のですね、下段の表をご覧ください。 

      本町の介護保険料の年間賦課額については、第 1 段階から第９段階までの所得段階で

設定しておりますが、こちらの表につきましては、今回、保険料の軽減幅が拡大される

第１段階から第３段階の保険料のみの記載としてございます。 

      まず初めに、第１段階の保険料についてですが、改正前の軽減割合が保険料基準年額

に対する０．４５でございますので、保険料基準年額の６万６，０００円にこの０．４

５を乗じた保険料年額については、２万９，７００円、同様に、改正後については、軽

減割合が０．３７５となりますので、保険料基準年額の６万６，０００円にこの０．３

７５を乗じて結果金額については２万４，７５０円、金額でよって２万９．７００円か

ら２万４，７５０円に変更となる改正でございます。 

      また、同様に、第２段階については、改正前の軽減割合が０．７５であったものが改

正後は０．６２５、第３段階については、改正前が０．７５であったものが、改正後は

０．７２５、それぞれ４万９，５００円から４万１，２５０円に、４万９，５００円か

ら４万７，８５０円となる改正でございます。 

      なお、今回の軽減幅拡大によっての、介護保険事業における影響につきましては、令

和元年度の介護保険特別会計補正予算（第１号）により、今議会に同時にご提案申し上

げているところでございますが、第１段階で被保険者数、約見込みですが、６４０名に
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影響すると見込んでおります。金額は３１１万２，０００円の減。 

      第２段階の被保険者の見込みとしては、約３６０名、金額は３０２万６，０００円程

度、第３段階では、約４００名で６５万６，０００円、それぞれの減額を見込んでおり

ます。 

      なお、これらの減額となった財源の手当てについては、国庫補助金等により手当てさ

れることになってございます。 

      施行の期日です。こちら今年度からの７月の賦課に合わせて実施したいと考えており

ますので、公布の日からというふうにお願いとなります。 

      以上、議案第３４号についてご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご可決賜

りますようお願い申し上げます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

９番遠藤龍之君の質疑を許します。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。あの今財源のことについて説明あったんだけれども、国からね。町は

一切この分についてはその対象にならないのかどうか。 

保健福祉課長（桔梗俊幸君）はい、議長。こちらは国庫補助金、財源の内訳なんですが、今回の減

額になる部分、約６７０万円程度になるんですが、そちらの約半分が国庫補助金で入っ

てきます。あと残った半分のうちの２分の１、いわゆる４分の１については、県から入

ってきます。あと残りの４分の１は一般会計、町のほうの一般会計からの持ち出しにな

りまして、この６７０万円の原資に関しては、一般会計からこちらの介護会計のほうに

繰り入れをいただいて、その分の経費の負担を財源の構成を充てるということになりま

す。 

      以上でございます。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。確認なんですが、介護会計そのものには影響はないということでいい

んですね。はい、わかりました。了解。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第３４号山元町介護保険条例の一部を改正する条例を採決しま

す。 

      お諮りします。 

      本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      議案第３４号は原案のとおり可決されました。 
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議 長（阿部 均君）日程第８．議案第３５号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

総務課長（菅野寛俊君）はい、議長。それでは、議案第３５号平成３１年度 山元町消防ポンプ積

載車等更新事業に係る物品購入契約についてをご説明申し上げます。 

      お手元に配布しております配布資料№６、議案の概要によりご説明いたします。 

      提案理由でございますが、消防ポンプ積載車等更新事業に係る物品購入契約の締結に

当たり、地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する

条例の規定により議会の議決を要するので、提案するものであります。 

      以下、項目及び内容を申し上げます。 

      １、契約の目的は、記載のとおりでございます。 

      ２、契約の方法は、指名競争入札で、指名業者数は５者でございます。 

      ３、契約金額は、一、金１，１５６万５，２５０円、消費税を含みます。なお、落札

率は９６．４３パーセントでした。 

      ４、契約の相手方は、日本防災工業株式会社仙台営業所でございます。 

      ５、納品場所は山元町役場です。 

      ６、購入品目ですが、小型動力ポンプ付軽積載車と普通積載車を各１台購入するもの

でございます。 

      ①の軽積載車は、記載の車両、４ドアデッキタイプをベースに、また、②の普通積載

車は、４ドアダブルキャブをベースに記載の附属装備を装着いたします。③の小型動力

ポンプは、可搬消防ポンプＢ３級とし、①、②の車両に積載するため、２台購入するも

のでございます。参考までに車両及び小型動力ポンプのイメージ写真を次ページに掲載

しておりますので、ご確認をお願いいたします。 

      なお、今回購入する車両の配備先は、軽積載車は第１分団第４班、小平、普通積載車

は第４分団第４班、町であります。今回の更新をもって、山元町消防団の保有する全車

両の更新が一旦完了するものでございます。 

      概要書の表にお戻りください。 

      納品期限は、令和元年１２月２０日です。 

      以上、議案第３５号の説明といたします。よろしくご審議の上、ご可決賜りますよう

お願い申し上げます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

      １番岩佐哲也君の質疑を許します。 

 １番（岩佐哲也君）はい。入札、落札率が９６．４３ということで、随分高いなという印象はあ

りますが、これは正規の手続でやられたんでしょうし、特殊車両ということも含めて、

競争が限られたメーカーになろうというふうに思う。ところで、この従来約２０年使っ

たという説明は受けたんですが、何年使った、それぞれ２台ですかね、入れかえの２台、

何キロぐらい走って廃車ということになったのか。数年かけて２台ずつあれしたから最

後なんだということはわかりますが、実際使ったね、使用状況はどうであったのかとい

う、その交代する背景。 

総務課長（菅野寛俊君）はい、議長。手元に走行距離の実数の数値はちょっと手元に持っておりま

せんけれども、２０年以上購入してから経過しておりまして、実際の修繕等に係る部品
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等のですね、対応が困難になるという状況もございますので、定期的にこの年数を経過

したものについては、やはり走行距離というものよりは、やはり修繕に必要なものが対

応できるかどうかの判断をもって更新するということでこれまで更新に当たってきたと

ころでございます。 

 １番（岩佐哲也君）はい。それぞれいろいろな事情があろうと思うので、それについては余り申

し上げませんが、これの廃車処分はどんなふうにされているんでしょうか。 

総務課長（菅野寛俊君）はい、議長。これは第１回議会定例会の質問の中でも同じようなご質問が

あったかと思います。その際にご回答させていただいておりましたのは、有価物として

の売却ではなく、登録を抹消した上で、廃棄処分をしておるということでございます。 

 １番（岩佐哲也君）はい。私も前回質問をしてきた経緯からいろいろその後も状況を調べました。

公有財産です。我が町も２９年、平成２９年に、公有財産、特に土地、建物でしょうけ

れども、これについての施設管理条例というんですか、計画というものをつくっており

ます。ただ、それに準じてね、この消防も公有財産ですし、処分するのは結構ですけれ

ども、やっぱり金にかえるということをね、検討したのかどうか。というのは、そのと

きも申し上げましたし、具体例も申し上げて、こういう要望があるんだということも含

めてね、質問した、あるいは議会でなくとも、担当課に足を運んで、いろいろね、打ち

合わせをした経緯があるものですから、改めてお尋ねをするんですが、要するに、よそ

の自治体ではご存じのとおり、ヤフーオークションというこのオークションに消防自動

車、現時点でも１６台ほど提示になっています。１５年から２０年ぐらいで１８万走っ

たとかね、５万しか走らなかったとか、いろいろありますけれども、単価も１，０００

円から小型でいうと１，０００円から大型で７０万円までの最低価格でオークションで

出ています、これ。他自治体はそういう努力をしているというのが、まず実態あるわけ

ですけれども、それを踏まえて、我が町でも検討すべきじゃないかと申し上げたんです

が、その辺の検討はされたのかされなかったのかね。 

      今回は、前に準じて、多分今の話ですと、処分だと、廃棄処分だというようなお話な

んですが、もうちょっと方法なかったのかどうかね。検討したのかどうか、まずお尋ね

します。 

総務課長（菅野寛俊君）はい、議長。先ほどの回答は、３０年度までの対応ということでご理解い

ただきたいと思います。議員のほうから第１回議会定例会の中で一般質問もございまし

したので、私のほうもですね、他自治体の事例については、その時点で確認はさせてい

ただいたところでございます。一般競争入札なり、官公庁オークションを利用している

事例は確認しております。また、その中で確認とれましたのは、緊急車両という区分に

消防団の車両も該当しますので、その特殊性を鑑みますと、売却に当たりましては、そ

の緊急車両の装備を悪用することがないように、まずはサイレンや、赤色回転灯を外す

というような作業もこちらとしては必要になると思われます。それらにかかる費用と実

際に売却で想定される売却価格と比較いたしまして、それで有利性が働けば、当然なが

ら議員おっしゃるとおり、山元町のほうでもそのような取り組みはですね、やっていこ

うということでは考えておったところでございまして、消防の可搬ポンプの売り払いも

含めて、実際、１２月までの時間もございますので、その中で十分議員のおっしゃるよ

うな対応も検討を進めた上で対応してまいりたいと考えております。 

 １番（岩佐哲也君）はい。参考までに、これ手元の資料を見ますとね、豊橋市では平成８年に導
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入したやつを最低価格１，０００円ですけれどもね、１，０００円、ダイハツ、あるい

は日産と４台ほど、それから三朝町は５万円と。こんなことでやっているという、それ

を努力をしていると。同時に、少しことしの初めですか、に申し上げましたけれども、

あの東日本大震災で被災して、従来ハウスでポンプを使ったのが流されて、購入したと

いう笠野地区の住民から町のほうにも、今ポンプを使っているけれども、十何トンのや

つ、小型でなかなか何台も設置しなくて大変だと。町の消防のそういった廃車があれば、

圧力も強いし、１台でそういうのができる。何とか下請け、下取りして、有効に使うよ

うな方法で活用させてもらう方法がないかということで、町にも足を運んだと。なかな

からちがあかないので、ひとつ調べてみてくれないかという話もあって、私も足を運ん

で、いろいろ窓口にやってきたと。３０年度はそういうことで終わったからしょうがな

いけれども、３１年度は来年２台あるだろうから、そのときにはぜひ検討してほしいと

いうことで訴えていたはずなんですが、先ほどの話でね、今後の処置については考える

ということなんで、ぜひその辺はですね、もちろん個人的にやるんではなくて、一定の

ルールに従って、町内のね、そういうことに使うという最優先でそれなりの、例えばた

だでなくて、３万、５万円ぐらいはね、それは必要なものは、町の産業にも有効に使う

という前提ですから、オープンにして競売にかけるということでなくていいと思うんで、

そういう方が何人か希望いると思うので、なければないでそれはあれですけれども、１

回そういうこともやっぱりやるべきじゃないかということだけ申し上げておきます。 

      以上で終わります。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第３５号平成３１年度 山元町消防ポンプ積載車等更新事業に

係る物品購入契約についてを採決いたします。 

      お諮りします。 

      本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      議案第３５号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第９．議案第３６号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

企画財政課長（大内貴博君）はい、議長。それでは、議案第３６号平成３１年度 山元町坂元合同

庁舎解体工事請負契約の締結についてご説明をさせていただきます。 

      議案の概要につきましては、配布資料№７でご説明をさせていただきますので、ご準

備のほうをよろしくお願いいたします。 
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      まず、提案理由でございますが、坂元合同庁舎解体工事請負契約の締結に当たり、地

方自治法の規定により、議会の議決を要するので提案するものでございます。 

      １、契約の目的ですが、こちらは記載のとおりでございます。 

      ２、契約の方法は、条件つき一般競争入札となっております。 

      ３、契約金額は、消費税を含めまして１億１，７０９万３，６００円、落札率は８６．

８パーセントとなっております。 

      ４、契約の相手方は奥田建設株式会社でございます。 

      ５、工事の場所は、坂元合同庁舎となっております。 

      ６、工事の概要ですが、ＲＣ造３階建ての庁舎、同じくＲＣ造の機械室や浄化槽等を

解体、撤去するものでございます。 

      ７、工期ですが、令和２年２月２８日までとなっております。 

      説明は以上になります。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げま

す。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

      ９番遠藤龍之君の質疑を許します。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。２者だけの戦いになっているんですが、その辺の背景についてわかれ

ば。 

企画財政課長（大内貴博君）はい、議長。こちらにつきましては、条件つきの一般競争入札という

ことで入札を執行しております。事前のですね、参加資格の審査の中で、３者あったわ

けですけれども、１者については参加資格に適合しないということで、実際には執行は

２者ということで参加いただいているところでございます。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。これはあの非常にこの難易度の高い工事ということになるんですか。

３者あったのが２者、その条件の中身はどうなっているの。かなりこう厳しい条件につ

けたのか、もしつけたのであれば、その理由はどうしてかということを確認したいと思

います。 

企画財政課長（大内貴博君）はい、議長。条件については幾つかございますけれども、その適合し

なかった部分については、過去のですね、１０年以内、県内において、国または地方公

共団体から同種工事ですね、解体工事及びレベル１の石綿含有建材の除去作業の施工実

績を元請けとして施工した、または施工している実績があることということで、条件を

つけておりました。同種の工事というのは、ＲＣ造、またはＳＲＣ造で階数が３階以上、

あとは今回ですね、地下の埋蔵物があるわけですけれども、浄化槽がございますけれど

も、そういったところを鑑みまして、高さ５メートル以上の地下構造物、そういったも

のの同種の施工実績があるのかどうか、そういうところを判断の一つとして、条件の一

つとしてつけさせていただいたところでございます。その条件について適合しなかった

というところがございましたので、２者になったということでございます。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。最近役場、本庁舎のほうの解体もやっているんだけれども、そこのと

ころは１億弱なんだね。だから、かなりこのね、難易度のというかね、という多分そう

いう工事なんだろうなというふうな受けとめもあるんだけれども、どの程度のね、難易

度というか、今言った機械室から何だ、浄化槽とか何とかというふうなね、内訳あるん

ですが、どの程度のこう割合になっているんだ、この内訳。というのは、内訳でなく、
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機械室が何ぼくらいとかさ、というのは、本庁舎の場合ね、この体積、面積だけでいう

とね、もう３倍以上になっているんだね、形、格好を見ただけでわかると思うんだけれ

ども、それが９，９００万円というところでの入札、価格になっているのよ。多分だか

ら、いろいろ背景があるんだろうという、そういう素朴な疑問からの確認なんですが、

いかがですか。 

企画財政課長（大内貴博君）はい、議長。議員のほうから今ですね、旧役場庁舎との比較の話がご

ざいましたので、その点についてお話をさせていただきますと、旧役場については５，

９４０平米の延べ床面積、坂元合同庁舎については、１，７５６平米ちょっとという平

米数でございますので、平米数で言えば大分違うということになります。ご指摘ありま

したように、こちらの旧役場庁舎については、約税込みで１億円弱の契約でございまし

た。今回については、こちら記載のとおりの金額ということになっているわけでござい

ますけれども、当時につきましては、震災の後、直後ということでございまして、その

積算においてはですね、積算額、積算については一律の単価を用いて処分をすることが

できたということで、当時はそういう処理ができたということで、かなり安く低価格で

処理ができたということになっております。震災直後ということで、解体に係る積算が

現物の構造に関係なくですね、平米当たりの単価、基準単価で積算できたということ、

あとはその処分した後の廃材につきましても、当時ですね、仮置き場となっておりまし

た花釜地内になったそちらの仮置き場のほうにおさめることができたということで、そ

ういった部分でも費用は大分低価格で済んでいたということでございます。 

      以上でございます。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第３６号平成３１年度 山元町坂元合同庁舎解体工事請負契約

の締結についてを採決します。 

      お諮りします。 

      本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      議案第３６号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は１時１５分といたします。 

午前１１時５０分 休 憩 

                                             

午後 １時１５分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 
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議 長（阿部 均君）日程第１０．議案第３７号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

農林水産課長（佐藤和典君）はい、議長。それでは、議案第３７号平成３１年度 漁復１号 漁港

環境施設整備工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。 

      議案の概要につきましては、第２回議会定例会配布資料№８、議案の概要にてご説明

申し上げますので、お手元のほうにお願いいたします。 

      まず、提案理由でございますが、漁港環境施設整備工事請負の契約に当たりまして、

地方自治法の規定により、議会の議決を要するので、提案するものでございます。 

      １、契約の目的につきましては、記載のとおりとなってございます。 

      ２、契約の方法につきましては、条件つき一般競争入札となっております。 

      ３、契約金額でございますが、消費税を含みまして、１億６，１７８万４，０００円、

落札率につきましては、９９．８７パーセントとなっております。 

      ４、契約の相手方でございますが、株式会社阿部工務店。 

      ５、工事の場所でございますが、山元町磯地内となっております。 

      ６、工事の概要でございます。本工事につきましては、震災以前ですね、磯浜漁港の

南側に整備しておりました磯浜海岸環境施設が震災によりまして被災したことから、復

興交付金を活用いたしまして、その機能を磯浜漁港の北側に移し、整備するために実施

するものとなっております。 

      施工延長につきましては、２０８メートル、うち護岸工事延長につきましては１６６

メートルとなっております。 

      そのほか、緑地広場工事一式、トイレ工事等、電気設備工事一式となっております。 

      ２枚目の図面のほうをご覧いただきたいと思います。 

      図面の左上のほうに、位置図というところがございますが、赤く円に囲まれた箇所が

今回の施工箇所となります。磯浜漁港の北側、北防波堤と北防砂堤に囲まれた場所とな

ってございます。 

      次に、下段になりますが、平面図をごらんいただきたいと思います。 

      こちらの赤く着色した箇所が今回の施工箇所となっておりまして、標準断面にもあり

ますとおり、海岸防潮堤のですね、根本のほうから、すりつくようにいたしまして、緑

地広場及び、階段式護岸を整備するものとなっておりまして、その中に休憩スペース的

なところとしてベンチ、パーゴラ等の施設を整備する内容となっております。 

      １枚目のほうにお戻りいただきたいと思います。 

      ７、工期でございますが、令和２年３月２５日までとなっております。 

      以上で議案３７号の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決賜りま

すようお願い申し上げます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

９番遠藤龍之君の質疑を許します。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。素朴な疑問なんですが、９９．８７パーセントという落札率というの

は、こういった工事では非常に珍しい事案といいますかね。 

      あと、その応札１者というのも不思議な疑問と誰もが思われる結果というかになって
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いるんですが、この辺の背景について伺います。 

農林水産課長（佐藤和典君）はい、議長。まず、一般競争入札ということでございまして、参加資

格の審査に応募いただいて、入札までいただいたのが１者というような状況となってお

ります。入札公告の際にですね、参加資格の前に閲覧ということで、工事の中身につい

て確認をいただく場面が、参加資格をいただく前に場面がございますが、その閲覧に応

じた業者につきましては、今回契約を、契約締結をですね、業者を含めまして４者ござ

いました。この４者あったんですが、最終的に入札参加資格、入札の参加を表明したの

が１者となっております。この１者が今応札いただいた業者となっておりますが、その

他の３者について、参加いただけなかったのかということを若干確認をとったところで

すね、技術者の配置が難しいとか、工法的な問題として対応できないというようなとこ

ろがございまして、最終的に１者となったことから、議員ご懸念の競争性が発揮しにく

くなったというような現状と考えてございます。 

      以上です。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。その参加資格要件でね、かなりの難易度、今の話ではそのように受け

とめられるわけですが、その辺も含めてお伺いしますが、素人がこの図面を見る、見た

限りで、感じられるというのか、そんなに困難な工事なのかなと、あくまでも素人のね、

見方なんですが、その辺で、その辺の疑問をですね、どう解けばいいのか。同じような

施設が実は南のほうにね、あったわけですが、あれと全く、これとはね、全く違うと言

えば違う、それは見ればわかる人が、あっちは砂の上にこうのっけたというとおかしい

けれども、これだってしっかりとそんな程度のものではないかなと思われるんですが、

その辺のこの疑問がちょっとなかなか解けないですが、はい、よろしく。 

農林水産課長（佐藤和典君）はい、議長。まず、入札の参加資格の要件でございますが、大きくで

すね、２点ございます。まず、県内に本社、支店を、本社または営業所を有すること。

あとは２点目といたしまして、建設業法に規定するですね、経営事項審査における土木

一式工事の直近での総合評定が９５０点以上であることということを条件に付させてい

ただいておりました。この条件につきましては、昨年度、今の今回発注する工事の背後

地であります造成工事やっているかと思いますが、その工事の条件と全く同じ条件で発

注させていただいているということもございまして、条件的に厳しいものではないのか

なということでございます。と考えております。 

      また、今の条件で、町内、町に登録されている業者の数なんでございますが、１１８

者ほど対象となる業者はあったということでございまして、なかなかそちらの業者の方

のほうから参加を得られなかったという結果というようなところと考えてございます。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。今町内に１１８者あるということなんですが、そういう人たちが参加

できるような資格要件は考えられなかったのか。これを見てみますとね、この一帯のも

のにすると、かなり大規模な工事というのも見受けられるわけですが、その辺の検討と

いうのはあったのかどうか。 

農林水産課長（佐藤和典君）はい、議長。済みません。入札参加条件に見合う業者なんですが、ま

ず土木一式工事で登録している業者はですね、町内の登録では３７５者ございます。そ

の中で、宮城県内に本社及び営業所を持つ業者が絞られると３５４者、さらに建設業法

の９５０点以上の資格を持っている業者が１１８者いるということでございまして、こ

ちらの業者の方々が今回の入札の対象業者ということでございますが、こちらの中でな
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かなか応じていただけなかったというような状況となっております。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。だから、そのなかなかこのね、参加しなかったというところに

不思議な疑問が残るという１１８者もあってね、しかも何を言いたいかというと、少し

でもその地元業者にね、回れるような、そういったこの条件での公募はできなかったの

か。あわせて言いますと、ちょっと強調したんですが、素人目にはそんなに難しい難易

度のある工事ではないかのように見えるという中でね、その参加資格、要件をかなり高

いハードル設定したことによってできる企業ができなくなったと。参加できる企業がで

きなくなったのかということもその疑問、疑念の中にこう残っているというところから

の確認なんですが。 

農林水産課長（佐藤和典君）はい、議長。済みません。まず先ほどの業者の数につきましては、町

に登録のある業者ということでご理解いただきたいと思います。その中で、町内の要は

土木建築の業者で９５０点以上持っている業者ということになりますと、１者のみとい

うようなところとなりまして、どうしても町内業者だけでは成り立たないという部分も

ございますので、広くというようなところもあります。また、金額的に１億円を超える

事業ということもございまして、一般競争入札で執行するというのがルールといいます

か、制度上ですね、求められている部分もあるというところもご理解いただければと思

います。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。だから、一応強調しているのはね、素人頭でそんなに難しい工

事でないんでないかということを一応強調していると。それをね、その難しい工事では

ないと思われるこの工事に９５０点もの高い点数をつけたことによって、１者しかいな

いということだからね。当然参加できるもう最初からその拒絶しているという町内業者

には拒絶しているというようなふうに見えるわけですよ。その辺の疑問をどう解き明か

していただけるのかなということでの確認なんですが。 

農林水産課長（佐藤和典君）はい、議長。まず、起工の段階から１億６，０００万円ぐらいの工事

の起工額になってございます。そうしますとですね、県のランクの９５０点という起工

額から一致したときにですね、県のそのランクにつきましては、Ｓランク相当というと

ころが１億円以上の基準というふうなことでなっておりまして、そちらのほうを準用い

たしますと、どうしてもその金額という形になってしまうというところでございます。 

 ９番（遠藤龍之君）はい、議長。いや、だからこれ町で発注するんでしょう。町の仕事なんだよ

ね。町が決めるんだね。その決めた、今起工というまた聞きなれない、私にはね、起工

の段階から云々というんだけれども、この起工の段階でもうそれは１億６，０００万円

もかかる事業だとしたことによって、そこからその起工、そういう事業ね、可能なのは

もうＳランクとかね、何とか、そこしかなってもう最初からもう設定しているように見

えるんです。だから、何回も言うけれども、この事業工事というのはそんなに難しいん

でない。いや、逆に言うとね、難しい工事なんだというふうに示されればね、それはそ

れで理解はできるかどうかということはあるんですが、その辺の素朴な疑問なんですよ。

何、最終的に何より少しでも地元企業にね、落とすことができなかったのか。例えばこ

のぶつぶつ切ってとかね。ただ、ぶつぶつ切って今度は継ぎ合わせが大変だからとか、

いろいろ出てくるとは思うけれども、しかし、そこまでの精度を求めるような事業の中

身になっているのか、これはねということとかだよ。階段式のこう海水浴場で座ったり、

何だり、そこでね楽しく交流する場というかね、そういうところで、本当に精度の高い、



- 27 - 

そういう意味でね、精度の高い工事にする必要があるのか、そういうことで言えばだよ。

そういうことで言えばというか、本当にどこから出発するかなんだけれども、地元企業

もできるような仕事に、小分けにすることができる。できるものをできなかったのは、

その精度をうんと高めたことによって、ひとまとめにしたのかね。あるいはだから、そ

の辺のね、起工、前の町が工事の中身を決める前の段階での検討はどういう立場からの

検討がなされて、こういう結果にしたのか。 

      この件に関しては、何回も言ったように、言いたいことはわかると思うんだけれども

ね、やっぱり最初から関門を大きくしている。そして出しているというふうにしか映ら

ない。そして、それはね、本当にこのＳランクの企業しかできないような工事の中身な

のかというふうに見ると、これもこの疑問も問いたくないんだけれども、この素朴な疑

問、俺は何回も強調するけれども、そんなに難しい工事の中身なのかという疑問もある

んです。そして、そんなに、いや、そういうことじゃなくて、精度をもっと落とせば、

その継ぎ目継ぎ目のところはあんまり気にしなければ、これを小分けにして地元企業に

も参加資格を与えられるのではないかという疑問なんです。まあ、最終的にどこに落と

して、どこを質問にするか、疑問にするかというふうになってしまうんだけれども、言

いたいことはそういうことなんです。 

      だから、Ｓランクってさっき出たから、Ｓランクの対象にしなければならない工事だ

ったのかどうかということで、で、確認します。 

農林水産課長（佐藤和典君）はい、議長。工事の規模につきましては、南側で施設あったものを、

今一括して移すというようなところでございます。またですね、積算の中身といたしま

しても、護岸工事そのもの、要は階段式護岸でですね、１億円を超えるぐらいの積算と

なってございまして、分割するのはなかなか難しかったということもございますが、金

額の規模に応じて、ある程度ランクづけでの部分での資格の選定というようなところに

なりますので、こちらのほうについてはご理解いただければというふうに思います。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。私の素朴な疑問に答えていない。出発点をね、１億円以上の事業にし

たから、だから、それに合うような、見合うような企業の対象にしかできないという、

その結果だから、地元の企業は参入できないというような条件環境にしたと。だから、

一番最初の出発点を議論できなかったのか、しなかったのか、検討しなかったのかと。 

      あとその前に、その前にね、だから、これは絶対、絶対というかね、大きな企業しか

できない、そもそもそういう工事なんだということであれば、それはそれでそういうふ

うに受けとめなくちゃならない。そういうふうに受けとめれば、参加資格もね、かなり

狭められたのかなというふうな受けとめは可能なんだけれども、そこの疑問が解けない

と、何かおかしいんでねえのかやというふうな疑問にしか残らない。質問の意味、俺の

質問おかしいのかや。 

農林水産課長（佐藤和典君）はい、議長。分けて工事発注できなかったのかというようなところも

含めてということでございますが、海辺の工事ということもございますので、護岸工事

ということである程度技術力もなければいけないというふうに考えたところでございま

す。また、工事を部分的に分けて発注といったところにつきましては、一括発注するこ

とによってのスケールメリットというような形で考えていた部分がありましたものです

から、今のような形になってしまったということでございます。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。なかなか理解しづらい答弁なんですが、いつまもでやっているとね…
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…。 

      ちなみにこの阿部工務店というのは、この間、山元町での仕事をどのくらいとった。

最近のあれでいいです。 

農林水産課長（佐藤和典君）はい、議長。同社の実績でございますが、阿部工務店さんですと、山

元町での実績でよろしいでしょうか。平成３０年度のですね、漁港の漁具倉庫整備工事、

そのほか６件ほどございまして、そのほかにつきましては、平成２８年度に防災緑地整

備工事、あとは２７年度でございますが、こちらのほうが山下第二小学校の外構の工事、

あとは若干古くなってしまいます。あと２５年度のほうに乾燥調整施設ですかね。とい

うようなところの実績としてはございます。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。この件のこの類いの話はね、この間に何回かして、思いは伝わってい

るかとは思うんですが、やっぱりその辺、そしてそのたびにそういう方向で努力、頑張

るという、そういう言葉を使ったかどうかちょっと記憶にないんですが、その言いたい

ことが十分伝わっているかと思うわけですが、そういう中での今回のこうしたね、また

大きく、私からするとこれまでずっと見ていて、わざわざ事業を大きくしてね、そして

大きいところしかとられないような、そういう手法でやってきたのかなという疑問でこ

うやっている。そういう疑問がなかなか解けないという状況があるんですが、そっちか

ら見ればね、いやこの事業はもう本当にこういうところでしかできないんだということ

から、こういう事業を中身にして、そして公募しているということに、ということなん

だろうなというふうには思いますが、こうしたね、大きな事業規模の工事というのも今

後ね、もう考えられない。これまでは復興関連のところでね、大きい事業、そうすると

町内の企業というのは、ますますその仕事の機会が少なくなると。公共事業のですね。

ということも想定されると、少しでもチャンスがあれば、やはり、やはりというか、そ

ういうことも考えたこうした事業の取り組みにすべきではないかと、個人的には思うわ

けですが、町長、その辺、取り組みについていかがでしょうか。 

町長（齋藤俊夫君） はい、議長。ご存じのとおり私は、入札の関係は基本的に離れておりますの

でですね、議会の皆さんの問題意識というのはここにいる幹部職員、そしてまたその入

札に携わる立場の職員も十分皆さんの意見を聞き、そしてまた私が時折地産地消なりと

いうことをお話ししているのを十分理解しながら執行に当たってもらっているものとい

うふうに理解をいたします。事業が当然平常時ベースに戻ってきておりますので、職場

の中での各所のこれからの生き残りをかけたというとちょっと語弊があるかもしれませ

んけれども、やはり次のステップに向けたさらなる展開をですね、以前にも申しました

ように、担当課を中心として、いろいろこちらからも積極的に問題提起をさせていただ

いておりますので、そういうふうなものを受けて、積極的にいわゆる建設業以外のです

ね、業務にもウイングを伸ばして、努力をされているところもございますので、ぜひそ

うした方向、あるいは我々も皆様方のご意見、疑問を真摯に受けとめながらのですね、

執行というものを心がけていかなくちゃならないのかなというふうに思います。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 



- 29 - 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第３７号平成３１年度 漁復１号 漁港環境施設整備工事請負

契約の締結についてを採決します。 

      お諮りします。 

      本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      議案第３７号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１１．議案第３８号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

生涯学習課長（佐山 学君）はい、議長。議案第３８号平成３１年度 復興交付金事業 旧中浜小

学校震災遺構保存整備工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。 

      議案の概要につきましては、配布資料№９に基づき説明いたしますので、お手元にご

準備願います。 

      初めに、提案理由でございますが、旧中浜小学校震災遺構保存整備工事請負契約の締

結に当たり、地方自治法の規定により、議会の議決を要するので、提案するものであり

ます。 

      契約の目的につきましては、記載のとおりでございます。 

      契約の方法は、条件つき一般競争入札で、参加業者については、裏面に記載のとおり

でございます。 

      契約金額は、２億３，０６７万７，２００円で、落札率は８６．９７％。 

      契約の相手方につきましては、仙台市の仙建工業株式会社でございます。 

      工事の場所については、中浜地内。 

      工事の概要につきましては、①の校舎改修工事ほか記載のとおりです。 

      最後に、工期ですが、令和２年１月３１日までとなります。 

      以上、議案第３８号の説明といたします。よろしくご審議の上、ご可決賜りますよう

お願い申し上げます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第３８号平成３１年度 復興交付金事業 旧中浜小学校震災遺

構保存整備工事請負契約の締結についてを採決します。 
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      お諮りします。 

      本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      議案第３８号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１２．議案第４１号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

企画財政課長（大内貴博君）はい、議長。それでは、議案第４１号令和元年度山元町一般会計補正

予算（第１号）についてご説明をいたします。 

      まず、今回の補正の規模でございますが、歳入歳出それぞれ２億７，７４１万８，０

００円を追加し、総額を１１６億５，１５７万２，０００円とするものでございます。 

      また、歳入歳出予算の補正とあわせまして債務負担行為及び地方債の補正も行ってお

ります。 

      それでは、歳出予算のほうからご説明をさせていただきます。 

      議案書１１ページをお開き願います。 

      初めに、第２款総務費第１項総務管理費でございます。第５目財産管理費でございま

すが、第２４回の復興交付金申請に基づき交付される交付金１，９２４万４，０００円

を震災復興交付金基金に積み立てるものであります。 

      次に、第６目企画費といたしまして５０２万２，０００円を計上しております。この

うち、被災地域交流拠点施設整備事業補助金２５２万２，０００円につきましては、磯、

中浜、牛橋の各行政区が実施する地域の交流活動を支援するものであります。財源は全

額県支出金でございます。 

      また、コミュニティー助成事業補助金２５０万円については、つばめの杜東区におい

て、地域コミュニティー創出、世代間交流等の充実を図るための活動備品として和太鼓

の整備を支援するものであります。財源は、全額諸収入となっております。 

      次に、第１１目諸費といたしまして、９１２万円を計上しております。こちらは小平

区の老人憩いの家のバリアフリー化などの改修に要する経費を補助するものでありま

す。財源は諸収入８９０万円となってございます。 

      次に、同じく総務費第４項選挙費でございます。こちらにつきましては、国会議員の

選挙等の執行経費の基準に関する法律が最近の物価変動を踏まえて一部改正され、投票

所経費の基準額が改定されたことから、今年度予定されている参議院、県議会、町議会

議員の各選挙に要する経費につきまして、基準に基づき増額するものでございます。財

源は、国県支出金でございます。 

      次に、第３款民生費第１項社会福祉費でございます。第１目社会福祉総務費につきま

しては、３，８５０万７，０００円を計上しております。こちらにつきましては、こと

し１０月に予定されている消費税率の引き上げが低所得者や子育て世帯に与える影響

を緩和するために行うプレミアム付商品券の発行等に要する経費でございます。財源は

全額国庫支出金でございます。 

      ページをおめくりいただきまして、第２目老人福祉費につきましては、６８７万８，

０００円を計上しております。こちらは、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金
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の算定等に関する政令の一部を改正する政令等が施行されたことに伴いまして、消費税

率の引き上げに合わせて介護保険料の軽減強化が図られたことから、介護保険事業特別

会計への繰出金を増額するものであります。財源は国庫支出金３４３万円余、県支出金

１７１万円余でございます。 

      次に、同じく民生費第２項児童福祉費でございますが、７３７万円を計上しておりま

す。こちらにつきましては、ことし１０月に予定されております幼児教育、保育の無償

化に伴い、必要となるシステムの改修に要する経費でございます。財源は全額県支出金

でございます。 

      次に、第６款農林水産業費第１項農業費でございますが、４７７万円を計上しており

ます。このうち、担い手確保経営強化支援事業補助金については、地域の担い手経営体

が農業経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業機械や施設の整備を支援する

県補助金が採択されたことに伴い、計上しているものであります。 

      また、１３ページの農業次世代人材投資事業費補助金につきましては、新規就農者に

対し、就農開始から最大５年間経営確立のための資金を支援するものであり、ことし４

月の制度改正に伴い事業の対象年齢が引き上げられたことにより、１名が新たに対象と

なったことから、増額計上しているものであります。財源は全額県支出金でございます。 

      次に、第８款土木費第２項道路橋りょう費でございます。こちらは現在、県が実施し

ている坂元川の改修工事に合わせて、堤防兼用道路の整備を県との協定により実施中で

ありますが、さらに愛宕橋に接続する道路の拡幅工事を協定に追加し、実施するもので

あります。財源は地方債でございます。 

      次に、第９款消防費第１項消防費でございますが、９５０万円を計上しております。

こちらは復興交付金の効果促進事業といたしまして、津波避難誘導標識を整備するため

の設計に要する経費でございます。財源は繰入金でございます。 

      次に、第１０款教育費第２項小学校費でございますが、４，５５５万１，０００円を

計上しております。こちらは坂元小学校の校舎改築のための設計並びにトイレの洋式化

工事に要する経費でございます。財源は国庫補助金、地方債でございます。 

      次に、同じく教育費第５項社会教育費でございます。第８目社会教育復興推進費につ

きましては、１億４９７万２，０００円を計上しております。こちらにつきましては、

第２４回復興交付金申請において、国の決定を受け、埋蔵文化財発掘調査により出土遺

物を保管する収蔵庫を歴史民俗資料館に隣接して建設するための経費でございます。財

源は繰入金でございます。 

      次に、同じく教育費第６項保健体育費でございますが、４４万８，０００円を計上し

ております。こちらにつきましては、昨年度初めて開催いたしました町民綱引き大会を

引き続き今年度も開催するための経費でございますが、住民同士のつながりを再構築す

るという趣旨を踏まえまして、企画の段階から多くの町民の方に参画いただき、町民共

同で事業を成功させるため、主催を町から実行委員会形式に改めるための予算の組み替

えでございます。 

      次に、第１３款諸支出金第２項災害援護資金貸付金でございますが、１，４００万円

を計上しております。こちらにつきましては、昨年度末で制度が終了する予定でありま

したが、被災者の資金需要が引き続き見込まれることから、制度が１年間延長されたた

め、直近の貸付実績に基づき所要額を計上しております。財源は全額県支出金でござい
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ます。 

      以上が歳出予算の内容でございます。 

      次に、歳入予算につきまして主なものをご説明いたします。 

      議案書の８ページを、お開き願います。 

      初めに、第１０款地方交付税でございます。こちらにつきましては、震災復興交付金

事業の補助裏に充てるため、震災復興特別交付税２，１７８万１，０００円を計上して

おります。 

      次に、第１４款国庫支出金、第１５款県支出金につきましては、先ほど歳出予算でご

説明したとおりの内容でございます。 

      次に、第１８款繰入金でございます。第２項基金繰入金につきましては、初めに財政

調整基金繰入金でございます。こちらは最終的な財源調整の結果、３２８万６，０００

円の取り崩しを増額しております。 

      次に、ふるさと振興基金繰入金につきましては、町民綱引き大会に充当する経費とい

たしまして５１万４，０００円を取り崩しているものでございます。 

      次に、震災復興交付金基金繰入金につきましては、埋蔵文化財収蔵庫建設並びに津波

避難誘導標識整備に充当する経費といたしまして、９，１３１万２，０００円を取り崩

しているものでございます。 

      第２０款諸収入でございますが、説明欄にありますコミュニティー助成事業助成金に

ついては、先ほどご説明いたしましたが、小平区の老人憩いの家のバリアフリー化工事、

つばめの杜東地区の和太鼓の整備への助成でございます。 

      次の地域活性化センター助成金については、元気山元ウォーキング事業に充当する助

成金、１０ページに参りまして、旧中浜小学校用地補償費については、県が施工する県

道相馬亘理線道路改良事業における県からの補償金の算定において、県では、消費税を

１０パーセントで計算していることから、その差額を受け入れるもの、最後のその他管

内図コピー等については、町民綱引き大会を実行委員会方式にすることにより、当初予

算で計上していた大会参加料を減額するものであります。 

      次に、第２１款町債でございますが、こちらにつきましては、後ほどご説明をいたし

ます。 

      以上が今回の歳入予算の主な内容でございます。 

      次に、債務負担行為の補正につきましてご説明をさせていただきます。 

      ３ページをお開き願います。 

      今回債務負担行為の追加といたしまして、行政事務包括委託業務に要する経費を計上

しております。こちらは来年度からの会計年度任用職員制度の施行に伴い、現在任用し

ている臨時職員が行う行政事務を包括委託するための経費について、債務負担行為を設

定するものであります。 

      最後に、地方債の補正でございます。 

      ４ページをお開き願います。 

      先ほど歳出予算でご説明をいたしましたが、防災減災国土強靭化緊急対策事業債につ

きましては、坂元小学校の改築工事等の財源とするもの。次のページに参りまして、過

疎対策事業債につきましては、坂元川改修事業等の県への負担金の財源とするものであ

ります。 
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      以上が今回の１号補正予算案の内容でございます。よろしくご審議の上、ご可決賜り

ますようお願い申し上げます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

４番岩佐孝子君の質疑を許します。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。収入の分からお尋ねします。９ページのふるさと振興基金の取

り崩し５１万４，０００円、これは綱引き大会ということなんですけれども、なぜふる

さと振興基金からということでなさるのか、その辺についてお尋ねします。 

企画財政課長（大内貴博君）はい、議長。今年度の綱引き大会の財源といたしましては、ふるさと

振興基金のうちですね、ふるさと納税分でいただいた寄附金、そちらを充当することで

当初予算を計上させていただいて、お認めいただいているところでございます。今回で

すね、その綱引き大会の開催の方法について、主催者は、町が主催者ということではな

くて、実行委員会方式にするということで増額になった分についても、同様に、そのふ

るさと振興基金のうち、ふるさと納税分のお金をですね、充てるということにしたもの

でございます。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。それでは、１４ページですね。町民綱引き大会、多くの方々に

ということで、実行委員会形式にするというお話でございましたけれども、その実行委

員会とする理由を明確にお示しいただきたいと思います。 

生涯学習課長（佐山 学君）はい、議長。はい、一言で要約すると、行政と地域の方が協働で実施

するためです。 

      以上です。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。行政だけではなくということで、協働という言葉がありますけ

れども、なぜそういうふうに至ったのかその経緯についてもお尋ねしますし、構成メン

バー、構成メンバーなんかについてもお尋ねしたいと思います。 

生涯学習課長（佐山 学君）はい、議長。お答えいたします。もともと住民の震災によって希薄に

なったそのコミュニティーを再構築するというところを大きな目的として、昨年度第１

回大会を開催しましたが、その第１回開催時点から、本来であれば今回補正で提案させ

ていただいた協働というスタイルで進めたかったというのが実情です。ただ、一番最初

にやるときに、どうしてもやっぱりそこまで準備もできなかったし、果たしてどういう

大会になるのかという不安もあって、それでまずじゃあ第１回目は生涯学習課の職員が

中心になりましたが、町が主催ということをとらせていただきました。 

      あと実行委員のメンバーなんですが、まだ、予算をお認めいただければ、具体的に声

がけをしてということなんですが、できればその地域の方々で、第１回大会に参加をし

ていただいた方、顔を出していただいた方を中心に、そこにスポーツ推進委員の方なん

かも参画していただく形で、考えてございます。 

      以上です。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。はい、綱引きにした経緯が私にはちょっと理解できないんです

けれども、世代間交流、地域の方々が年代を問わずということであれば、何もこの綱引

きにとらわれることはないと思うんですが、その辺について、町長に伺いたいと思いま

す。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。先ほど来から担当課長が申し上げているとおりでございます。
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それ以上のものはございません。せっかくその積極的に議員がね、一般質問でもお尋ね

のような社会参画、世代を超えてというふうな方向でやっているわけですから、ぜひ積

極的にご理解いただいて、応援をしていただければありがたいなというふうに思います。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。はい、実行委員会ということで町民の方々の声を聞くのはいい

ことだとは私も思いますよ。でも、年代を超えたそういうコミュニティーを再生するた

めに、私はこういうふうなものを実行する必要性があるというふうな観点から、なぜこ

の実行委員会、そしてこの種目にして、補助金、町の財源を削ってですね、ふるさと振

興基金、１００万８，０００円、これをつけたのかがわからないということで、今お尋

ねしているんです。その辺について明快なる回答をお願いします。 

生涯学習課長（佐山 学君）はい、議長。お答えいたします。なぜ実行委員会形式かということに

ついては、そのやっぱり協働という視点の中の捉え方として、議員ご質問の趣旨にも含

まれていると思いますが、あらゆる世代というと失礼ですけれども、できればその３０

代、４０代の方、そして男性だけではなく女性も含めてということで、地域間、あるい

は年代間、あるいは男女間、そういったバランスをとりながら、企画をすることによっ

て、またいろいろな意見が出てくるのではないかという期待も込めての考え方です。 

      それから、種目に関しては、綱引きということで、非常に取り組みやすい。道具も要

らないとか、そういう意味では、綱を引くということで、皆さんいろいろなところで綱

引きの経験がおありであるという考え方などもあって、けがとかそういう部分では非常

に心配なんですが、当日については、事前の練習会も含めて綱引き連盟のプロの方々に

ご指導をいただきながら、開催をしてきたという経緯です。 

      あとふるさと振興基金の活用に関しては、先ほど財政課長から回答させていただいた

とおりでございます。 

      以上です。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。綱引き、みんな経験があるだろうということなんですけれども、

通常の運動会とかとやり方は全然違いますね。競技性のあるものなので、その辺、以前、

山元町でも綱引き大会はやっていました。なぜそれが中止されたのか、その辺も分析し

ての開催なんでしょうか。その辺について伺います。 

生涯学習課長（佐山 学君）はい、議長。過去にはその綱引き大会の町でやっていたということも

実施をする段階ではいろいろこう調べていたところですけれども、当時はいろいろなそ

の反省なり、欠点というのが確かにあったと思います。今回については、それを新たに

リセットして、あくまでその本当の競技性といいますか、先ほど話をさせていただいた

日本綱引き連盟の方々に３回お越しいただいて、実技も含めて指導いただいて、かつ正

式のルールも教えていただきながら、本番さながらのプレーを住民の方々の和気あいあ

いとするその雰囲気の中で行われたということですので、過去の分については、確かに

そういう記憶なり、ご意見があると思いますが、今できる、適切なルールに基づいて、

前回は開催をさせていただいたという内容でございます。 

      以上です。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。協働でやるということで１００万円ものお金をここに使いなが

らやることの種目なのか、ちょっと私には疑問が残ります。その内訳なんかが示せるの

であれば、示していただきたいと思います。 

生涯学習課長（佐山 学君）はい、議長。約１００万円の予算化の内訳、全体の事業費の内訳とい
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うことになりますが、まず、企業の部と、あと行政区の部、それからジュニアの部とい

うことを３本立てでやろうと考えています。これは前回と一緒です。それぞれ上位の

方々に商品を渡す経費をまず見込んでおります。 

      それから、審判謝礼ですね。日本綱引き連盟の方、去年については七ヶ浜の方だった

んですが、その方々にまた応援に来ていただいた分もありまして、そういった状況も今

年度想定している関係から審判及び協力者、それからあと先ほど実行委員会というお話

をさせていただきましたが、そういった方々に対するいわゆる謝礼という位置づけでの

予算を見込んでおります。 

      それから、当日さまざまな諸雑費がかかりますので、需用費、役務費等々ということ

で、予算を編成しておりますが、具体の金額については、商品については１５万円、そ

れから謝礼については７５万円、あと需用費については１２万円ということになります。

ふるさと振興基金を当初予算、今回の財源として全額充当いたしますが、参加料も徴収

する予定でおりますので、参加料が今度徴収される段階で、このふるさと振興基金をそ

の大会が終わった後に、精算するということで、お戻しする予定としております。 

      以上です。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。謝礼で７５万円、商品で１５万円、今一生懸命活動している各

団体もあります。各地区でもあります。そういう方々は身銭を切りながらも一生懸命地

域のために協働という名のもとに、いろいろな事業を展開しております。この前、私が

一般質問をした子供も大人もみんなで遊び隊。県外からいらしている方々も謝礼は一切

ありません。そういうふうなことを考えたならば、お金を支出したからふるさと振興基

金を使ってまで、そういうふうな事業をするメリットはあるのかどうか、その辺につい

て町長に伺います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。町内ではさまざまな活動が展開されているところでございます

けれども、それはそれで大いに尊重した形でですね、やっていただければありがたいな

というふうに思いますし、町といたしましては、このふるさと振興基金の種々目的に照

らして、合致するものであれば、積極的に活用すべきだなというふうに思っております。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。はい、町のじゃあふるさと振興基金の目的は先ほどお話しされ

ましたけれども、コミュニティーの再構築、再生という話が出ていました。いろいろな

事業でもそうです。一生懸命やっているところにもう少し目を向けて、そういうところ

にふるさと振興基金なるものは使われるべきではないかと、私は思うんですけれども、

その辺については、町長、どのようにお考えでしょうか。今まで一生懸命やっている、

そういう団体に対し、そういう事業に対して、どのように捉えていらっしゃるのか確認

させてください。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。ですから、いろいろな支援制度を町としてはふるさと振興基金

を中心にしてあるわけでございますから、それを積極的に議員なりがご紹介してくださ

るなり、活用をお勧めするなりしてですね、その振興基金の種々目的に、また沿えるよ

うなですね、事業の組み立てなり、そういうものをアドバイスなり、事務局のほうに確

認をしていただくなり、そういうことでお使いしていただければよろしいんじゃないか

なというふうに思いますよ。私が自分が知っている範囲で使われていないということじ

ゃなくて、門戸を広げているわけでございますから、その趣旨目的をしっかりご理解い

ただいて、積極的に活用されるようにしていただければ、私どもはありがたいというふ
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うに思います。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。はい、今回のふるさと振興基金、まだ助成の申請もできていま

せん。実行委員会も設立されていません。そういう中でのこの補助金の出し方というの

は正しいんでしょうか。その辺について確認したいと思います。 

議 長（阿部 均君）これは金の出し入れですから、企画財政課長、全く問題ないのかどうかその

辺。 

企画財政課長（大内貴博君）はい、議長。今回のですね、この予算１００万８，０００円につきま

しては、実行委員会、綱引きの実行委員会、これからということですけれども、そこが

立ち上がったときのですね、負担金として町が支出するということになります。この点

については特にですね、そのこれから実施されるところへ想定してですね、予算を計上

させていただくというのは問題ではないと認識しております。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。それでは、前回ですね、３０年度に実施した綱引き大会、何チ

ームで何人参加なさったのか、その辺についても確認をさせてもらいたいと思います。

効果がより上がったのかどうか。 

生涯学習課長（佐山 学君）はい、議長。お答えいたします。昨年度のですね、実施状況なんです

が、参加チームについては、全部で２２チームです。内訳としては、行政区の部が８チ

ーム、それから企業の部が１０チーム、ジュニアの部が４チームです。 

      それから、参加者の総数ということで、約３７０名を数えております。 

      それから、先ほど来、謝礼が非常にということなんですが、こちらについては、本番

当日の謝礼だけではなくて、本番に至るまで、やはり３回程度は事前練習が必要だとい

う考え方があります。それは安全性側に立って物事を捉えているからです。そういった

ことでご理解をいただきたいと思います。 

      以上です。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。練習するのもいいとは思いますけれども、謝礼、多分、最初上

げた減額されている２３万円というのは、これは審判謝礼ではないかというふうに私は

思うんですね。そのほかの残り５０万円、それはどこにどのような形で計算しているの

か、その辺、お尋ねします。 

生涯学習課長（佐山 学君）はい、議長。お答えいたします。行政区と企業の部、当初予算の段階

では、１位だと２万円、２位だと１万円、３位だと５，０００円という形で単価を設定

してございます。当然予算ですので、積算が必要で、今回の補正予算に関しては、その

単価をもうちょっと上げさせていただきました。具体的には、２万円が３万円、１万円

が２万円、そして５，０００円が１万円という形です。そういったところの積み上げで

最終的には、謝礼が増額になったというご理解でお願いしたいと思います。 

      以上です。 

                                             

議 長（阿部 均君）ちょっとお待ちください。時間ですので、この際、暫時休憩といたします。

再開は２時３０分といたします。 

午後２時１４分 休 憩 

                                             

午後２時３０分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 
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議 長（阿部 均君）４番岩佐孝子君の質疑を許します。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。ふるさと振興基金、使われ方は町長の裁量によるものかと思い

ます。でも、ふるさと振興基金の規定に、条例にのっとりきちんとした使い方をしてい

ただきたいということと、現在、一生懸命活動している団体たくさんあります。予算が

ついたから、２万円が３万円、４万、１万円が２万円、倍々というふうにするんではな

くて、地域の方々と、そして行政が常に協働の精神を持って、ボランティアの精神を持

ってやっていけば、ここに１００万円という金額は、私は出てこないと思いますので、

その辺を申し添えておきたいと思います。 

      そしてですね、今文化協会、２０万円、３０万円の予算です。町内の文化をどうにか

して受け継いでいこうという、そういう団体に対してのそういうふうな補助金、ふるさ

と振興基金ではございませんけれども、そういうところにこそ、ふるさと振興基金なり、

何なりを充てていくべきではないかということで私はここの分で終わりにさせていた

だきまして、もう１点、１３ページ、９款の１項消防費災害対策費のですね、これの消

防の部分です。委託料９５０万円、津波避難誘導標識整備事業関係業務委託料、この辺

についてですけれども、多分沿岸部だと思うんですけれども、沿岸部にどのような形で、

どんなものをというところで、お尋ねしたいと思います。 

総務課長（菅野寛俊君）はい、議長。今回補正をお願いいたしましたのは、津波避難誘導標識、基

本的には避難路に誘導標識を設置するというものでございますが、議員からお話のあり

ました標識の今回整備する内容についてちょっと簡単にご説明いたします。 

      １つは、注意サインというものを整備します。注意サインは、沿岸部において砂浜や、

河口付近等で、人が立ち入る場所、そういうところにまずは注意サインを設置します。

あともう一つは、避難情報サイン、これにつきましては、沿岸部で広場、公園等で人が

立ち寄るところ、そこにですね、言葉も入れた形での情報サイン、ここは津波が来る。

避難する際にはこういうふうな逃げ方でというような言葉も入った情報サイン、そして、

メーンは津波避難誘導サイン、これは基本的には、県道相馬亘理線を起点に、東西に１

０本走っている避難路、こちらにですね、６号線のほうに向けての誘導するための標識

設置、そして最後に、緊急避難場所、最終的に皆様が避難して、到着していただく広場、

そちらのほうのサインという形で今回は整備させていただくものでございます。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。ということは、設置個所は１０カ所ということで理解してよろ

しいんでしょうか。 

総務課長（菅野寛俊君）はい、議長。はい、例えば津波注意サインであれば、沿岸部、海岸付近に

１０基、津波避難情報サインは２０基、そして津波避難誘導サイン、これは先ほどの避

難路１０本に対して６９基、そして指定緊急避難場所サインで１２基で、数で言えば合

計で今のところ計画は１１１基ほど整備するというものでございます。 

 ４番（岩佐孝子君）はい、議長。設置個所、非常にきめ細かなというところではありますけれど

も、そのサインをするときにですね、言葉はもちろん日本語はあると思いますけれども、

ローマ字を用いますと、非常に各国の方々も利用しやすいのかなということがあります

ので、その辺については、防災士の方々とか、今まで先例、先進地があると思いますの

で、それを有効活用というか、利用させていただきながら、よりよいものを精度の高い

ものを求めてやみません。よろしくお願いします。 
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      以上です。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑ありませんか。 

 ５番（伊藤貞悦君）はい、議長。ページ１２ページ、３款民生費の１項目社会福祉費の中のプレ

ミアム付商品券についてですが、このことについては、事業の内容等わかるわけですが、

購入対象者が限定されている。ということであれば、わざわざアウトソーシングをしな

いで、直接支援をしたほうが効果的であり、資金のまたは財源の有効活用ができるので

はないかと考えるわけですが、そのことについてはどのように考え、このような仕組み

を構築して事業を実施しようとしているのか、お答えいただきたいと思います。 

保健福祉課長（桔梗俊幸君）はい、議長。お答えいたします。今回、プレミアム商品券、まず、期

限が短いが１つ理由としてございます。あとですね、今回想定しているのは、過去にも

同じようなこのような商品券を使った事業を前回されている過去の事例もございまし

て、それのノウハウを持っている、いらっしゃるところと一緒に仕事ができればより効

果的かなということも一つ考えてございます。 

      あと、町内の商店さんで使える限定のものとなりますので、その町内の商店の方等に

詳しい団体さんと共同でということを今回想定しておりまして、外部委託を取り入れな

がらの速やかな実施、あとは実行にしていければ思って、今回の予算組みとなってござ

います。 

      以上でございます。 

 ５番（伊藤貞悦君）はい、議長。ただいまの回答ですと、今回はこのようなことに限定するけれ

ども、これから派生して、すそ野を広げていくというふうな考えがあってのことなのか、

これを見ると、購入対象者は限定されていて、これしか買えないわけですね。ですので、

これを別の形に対象者を広げていくとかというふうなことなのかどうなのか、そのこと

についてはいかがお考えなのか。 

保健福祉課長（桔梗俊幸君）はい、議長。はい、お答えいたします。まず、今回予算計上させてい

ただいた分については、プレミアム付商品券の発行事業ということで、議員のおっしゃ

る限定された非課税世帯にいる非課税の方、あとは子育て世帯で子供をゼロ歳から３歳

未満児を育てていらっしゃる方のみを事業として考えてございまして、今後の広がり等

につきましては、現段階、当課のほうでは今のところは想定はしてございません。 

      以上でございます。 

 ５番（伊藤貞悦君）はい、議長。事業内容の一番最初にうたっているのは、いわゆる消費税が１

０パーセントになるというふうなことからのお考えなわけですね。それはそのことから

考えたら、この対象者だけで終わっていいのかどうかというふうなことまで考えて、や

はりいかなければ、この一番最初の事業内容の捉え方が変わってくるというふうな観点

から、私は今話をしているわけですが、そのことについては、いかがなものでしょうか。 

保健福祉課長（桔梗俊幸君）はい、議長。お答えいたします。今の議員のおっしゃるとおりで、ま

ずは消費税の引き上げに伴う事業の一つでございますが、今回のもう一つの趣旨としま

して、低所得者及び子育て世帯の消費に与える影響を緩和する。そしてまた、地域にお

ける消費税増税後の需要喚起下支えというふうなことからの事業実施でございまして、

まずは大項目である低所得者、子育て世帯を中心とした商品券の発行の事業としてござ

います。 

      以上でございます。 
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 ５番（伊藤貞悦君）はい、議長。ただいま回答ありました低所得者ということは、ゆくゆくは例

えば低所得者まで伸ばしていくのか、それも高齢者を含めていくとかですね、そういう

ふうなお考えがあって、こういうふうなプランをというふうなことというふうに解釈を

していいのか、このままでこの事業については終わりますよいうふうなお考えなのか。

そのことについてお伺いいたします。 

保健福祉課長（桔梗俊幸君）はい、議長。はい、お答えいたします。まず、今回の低所得者の定義

でございますが、こちら国のルールに基づいて当町も住民税非課税の方を限定としてご

ざいます。ただし、非課税の方であっても、住民税課税者の方に扶養されている方とか

ですね、その方の配偶者とかに関しては、やはり非課税、買えないことになっていまし

て、本当に非課税で、扶養もされていない方が条件となっております。 

      また、そのほか低所得者に関しまして、小額年金の方等に関しましては、先ほどご可

決いただきました介護保険料等の減額なり、あとは低額年金の方には、上乗せ年金給付

もございますので、そのような形での国の制度にのって実行させていただくと。国のス

キームに沿ってやっていければというふうにというふうに考えてございます。 

 ５番（伊藤貞悦君）はい、議長。最後ですが、そのようなことであれば、やはりメリットとデメ

リットを考えたと思いますが、例えばセットでここに書いてありますように、一括２万

円を出せる。出さなくちゃ買えないわけなんですね。そういうふうなことを考えると、

メリットとデメリットをどういうふうにお考えになって計画したのか。これは国の考え

方だというふうに言われればそれまでですが、それを我が町に当てはめたときに、どう

なのか、その辺まで考えての計画なのかどうかについてそれをお聞きいたしたいと思い

ます。 

保健福祉課長（桔梗俊幸君）はい、議長。お答えいたします。議員おっしゃる２万円分で２万５，

０００円のメリットの商品券というふうな国の制度でございますが、こちらですね、当

町で今考えているのは、１枚５００円の券をまずは考えていました。１０枚１セットを

４回に分けて購入できるというふうな仕組みづくりを考えてございまして、なるべく低

所得者、子育て世帯の皆様が買いやすい、５回ですね、計算間違えました。４，０００

円で５セット買えるというようなことで、現在分割で買えるというふうなことを計画し

ての事業でございます。 

      以上でございます。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。１４ページの先ほど出てきた町民綱引き大会実行委員会補助金につい

てお伺いいたします。 

      先ほど来、中身からいろいろ取り組み状況について答弁されたわけですが、そもそも

これはどの程度の事業になるのか、前年、前回と比較してね。 

生涯学習課長（佐山 学君）はい、議長。今のあくまで見立てですけれども、前回は初めて開催し

たときに、約３７０名程度の方々にご参加をいただいたということで、その規模感から

すると、ほぼそういった数、あるいはもうちょっと多く集まっていただけるとありがた

いかなという考え方でいます。今回は、前回は体育文化センターでやったんですが、こ

としは山下中学校の体育館に会場を移して、そちらで場所が変わるということも想定し

ながら、企画しているところですが、あくまで規模感としては、前回同規模、あるいは

期待値としては、もうちょっと多く参加していただければなといったところでございま
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す。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。前年度の実績といいますか、当初決算、最終的にね。前年度ね、当初

何ぼ予算化して、実際に使ったのは何ぼかというのと。 

      それから、今年度の当初予算は、それはそういう実績に基づいてつけた５６万４，０

００円くらい、その辺の流れについて、流れとその根拠について伺います。 

生涯学習課長（佐山 学君）はい、議長。済みません。ちょっと前年度のところまでは資料がない

ものですから。お時間いただければ調べようと思いますが、ただ、はい。じゃあ私の今

の具体的な額というところよりは、考え方として、積算の基礎については去年と同じそ

の規模感で予算編成をしておりますが、ただ、去年はですね、スポーツ推進委員の方々

も一緒に活動しておりましたが、スポーツ推進委員の方々の部分については、スポーツ

推進委員の報酬というのが予算措置されておりますので、そちらのほうから執行させて

いただいた部分もありますことから、ちょっと事業間の比較がですね、正確に大体この

ぐらいと言えないことは大変申しわけなく思ってございます。 

      以上です。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。そういった前年度の実績、今の言われたような結果、当初予算、それ

を踏まえて５６万４，０００円という予算措置したかと思うんだけれども、５６万４，

０００円だよね。まず、それはその予算のつけ方は、予算のつけ方は前年同規模という

ようなことでの当初予算の措置というふうなことで受けとめていいんですね。 

生涯学習課長（佐山 学君）はい、議長。申しわけありません。今去年の９月の補正だったと思い

ますが、お認めいただいたものの、その目間の比較が具体的にできないものですから、

ちょっと具体的に申し上げれないんですが、あくまでそのスポーツ推進委員の方々など

協力いただいたときに、支出する科目がちょっと違うという意味合いでは、見えてこな

いんですが、実施するに当たっての推進委員の方々の協力とか、そういう人の数の部分

ではほぼ同規模の予算の組み立てをしているということで回答させていただきます。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。ですから、前年度の同規模の大会を実行しようということで、当初５

６万円の予算措置をしたというふうに今の説明で確認できるわけですが、それが同規模

と考えていたものがですね、いきなりこの年度途中でね、約倍になる予算を今要求して

きている。提案してきているというのはどういうふうに考えれば、また、同規模の大会

で実行するというふうなところの域から出ていない中でね、金だけはこの倍化するとい

うことの理由、根拠について確認します。 

生涯学習課長（佐山 学君）はい、議長。今回はですね、先ほど話をさせていただいた実行委員会

形式ということを想定してございまして、その実行委員会形式にしたときに、まさかそ

のボランティアで最初からというお願いもなかなかしづらい状況がございまして、まず、

このタイミングといたしましては、あくまでその足代とか、実費とか、そういった視点、

観点で、１人当たり５，０００円の積算としては６回集まっていただく。規模について

は２０人ということで、それらを掛け合わせると６０万円計上させていただいています。

その違いが今回の当初予算との額の大きな開きの要因となります。 

      以上です。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。大きな事業の変更ということに予算も倍化するわけですからね。中身

もそうすると大きく変わっている事業になっている。その辺の説明がね、この前の全協

から何から今までにね、全く問われてそういう話をだんだんしてくるというね、ちょっ
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と逆転しているんじゃないかと。もうそもそも大きな事業の変更なんだから、当然そし

て我々にも議会の理解があってこの議決されるわけだから、その辺の説明がね、本当に

この何か隠そう隠そうというね、意図が見えてくる。実際はそうではねえと思うよ。そ

うではないということを十分にわかっていながら、しかし、この取り組み、取り組まれ

方、進められ方を見ると、どうも、どうしてもそういうふうに受けとめられると。とい

うことを言っておきます。 

      何か怒っているようだから、あれなんですけれども、それで、一気にね、変な雰囲気

になってもうまくないんで、改めて確認しますと、大きな事業変更、取り組みの変更で

す。ということを認めていただければ、これは補正の対象になるのか。というところに

結びついていくんです。こういう大きな事業とかね、新規、もう新規事業に値する事業

の中身だというふうに受けとめるわけですが、なぜ補正で今取り上げられなくちゃなら

ないのか。取り上げたのか。私は取り上げるべきではないという立場から今話している

んですが。そのことによって予算も大きく出すことになる。事業の中身も大きく変えな

くてならない。そういうのをね、簡単に補正で出していいのですかという素朴な疑問か

ら、これ皆さんももう目を通しているかと思うんですが、前回も同じようなことがあっ

て、前回もこの、前回はパークゴルフの件ですね。そして、わざわざわかるように予算

の考え方、補正予算とはと。あの当時ね、このことについても大きく議論し、確認し合

ったところなんですが、この補正予算で許される今回の予算措置であるのかどうか、予

算を上げた方に確認します。 

生涯学習課長（佐山 学君）はい、議長。お答えいたします。補正予算のその基本的な要因といい

ますか、それについては、前に遠藤議員ともいろいろ話をさせていただいた。例えば災

害が発生した場合とか等々ございますけれども、今回はですね、その理由については、

実際にその１回目の綱引き大会の時期の関係がありまして、１回目は２月３日の日に開

催しました。２月３日の日に開催したときに、結構盛り上がりがあって、皆さんの笑顔

がこう見えてくる中で、あ、この人たちとだったらうまく第２回目の大会が開かれて、

そして実行委員会というところもやれるのかなという、こう思いがある中で、要はその

終わってから、そういう検証、反省をした次のタイミングで予算を上げようと思ったと

きに、当初予算のその編成の時期がもう既にこう終わっていたといいますか、というこ

とだったものですから、直近のこの６月の補正の議会で上げさせていただいたといった

ところが理由になります。 

      以上です。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。そういう理由を背景を聞いてるんじゃなくて、そもそもその補正の対

象になるんですかという素朴な疑問なんです。示されているこれもね、議員必携から抜

き出したものなんですが、補正ができる対象というのは一つ今言いましたように、１つ

は天災、災害発生により必要となったもの。２つ目は建設事業の設計変更等によるやむ

を得ないもの。３点目は、物価変動と経済事情の変化によるもの。４点目は、当初予算

の積算を誤っていたため、それを是正するためのもの。というふうに挙げられているん

です。この４点のうちのどこに当たるか、確認します。 

生涯学習課長（佐山 学君）はい、議長。お答えいたします。ぴったりとした答えにはならないか

もしれませんが、設計変更があったため、これに伴う補正を必要とする場合に類推して、

私は判断しました。設計変更というのは基本的には工事の設計変更ということを想定し
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ての補正予算ということをこの場面では言っていると思いますが、今回その綱引き大会

をやった時期が２月３日で、その内容をより具体的に見えてきた。要は内部的な原因、

あるいは外的な原因ってあると思うんですが、そういう事実を踏まえて、事業の組み立

てをやる必要があったという理由から、補正予算として編成させていただきました。 

      以上です。 

 ９番（遠藤龍之君）はい。私はそれには全く当たらないと。これをこれからの話はお互いの立場

でね、受けとめる。ただ、山元町の受けとめ方はそういうことなんだなと。非常にアバ

ウトな、曖昧などうにでもとれるような解釈で補正の対応をしているということが明確

になったということを町民の皆さんにも知っていただきたいと思います。 

      そしてさらにですね、また補正予算の留意事項、留意事項をね、みだりに補正を重ね

ることにより、年間予算の意義がなくなり、財政運営の一貫性が失われることになるこ

とから、必要最小限にとどめるべきでありというふうにうたっています。示しています。

今回の場合ね、倍にもなってたかだか１００万円だから、たかだか四十何万円だから、

大したことはないだろうという見方も受けとめ方もあるけれども、事業の中身としては

ね、大きく変更したと、先ほど確認したんですよね。そういう大きな事業の変化ですか

ら、これはみだりに補正を重ねることにより、財政運営の一貫性が失われることなく、

最小限にとどめるべきだというふうに言われているものがもう倍の値段ですからね。と

いうことで、私はこれはね、補正の対象にはならない。このことが大きな問題をあらわ

しているのではないかと。 

      先ほど来の話で、実際にこの町の案が本当にこの実行委員会の組織というのもまだ決

まっていない、決めらない。あと先ほど来の中では、どれだけその検証をしているのか

というのも伝わってこない。２月にやっても時間不足でね、そしてこのくらいやってこ

の雰囲気がいいからという意味もわからないけれども、それがね、果たして本当に、実

行委員会への変更については、当然町が中心となってそれを組織しなくちゃならないと

思うんだけれども、その際の町の案もどれだけかけて確認された中でその実行委員を募

るのかどうかね。あまりにも大きな負担だったらみんな引くしとかね。そういういろい

ろな不安材料が残ったこの事業提案なんです。というふうに受けとめております。 

      まず、その前に、やはりこれが補正の対象になるのかならないのかというこの点、今

後の対応も含めね、このものに対して、この事業に対して全く否定しているものでは、

私はございません。金の使い方、これもまた、このね、手続上に問題があるのではない

かと。こんなに簡単に重大なことがね、決められていいのか。そしてこの簡単に決めら

れたことが私たちにね、提案されるわけですから。何回も言いますけれども、そしてこ

れを認めることによって、我々はそういう何ていうかな、俺ね、言葉あんまり使いたく

ないんだ、ちょっと強い言葉になるとうまくないからあれなんだけれどもね。そういう

こう不透明というかな、きちんとした形で提案されないものを認めなくちゃならない場

面もあるんですよね、しかしながら、その結果、何か問題があったときには責任を議会

に求められる。ということになるので、俺たちも本当に慎重にこのこういったものを見

て、そして判断しなくちゃならないというふうに迫られているということもあるので、

この辺はね、やっぱり今後、今後の課題にしたいと思うんですが、しっかりとね、考え

てそして取り組んでほしい。これ去年の話だよ、ちょうどまだ１年もたっていないんで

す。去年９月の話だからね。このことについて十分皆さん検証をされているのかと。 
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      町長はね、いろんなとこでいろいろなしかるべき機関できちんとやっているというこ

とは、その都度明言されるわけですが、しかし、結果、結論から言うとね、そういうの

が見えてこない。そして見えてこないことによって、本来ならばすんなり進むものがと

まってしまうというような事態をずっと生み出しているんですよ。その辺はですね、多

分に立場が違いますから、私の言っていることがね、認められない。そうではないとい

うふうな態度、態度というか、多分にそういうふうなことになるかと思いますので、こ

れ以上の求めはしませんが、ぜひ皆さんね、町長だけでなくて、皆さん、こういうこの

取り組み方については、ぜひ決まりどおり、ルールどおり進めていただきたいというこ

とを求めて終わります。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第４１号令和元年度山元町一般会計補正予算（第１号）を採決

します。 

      お諮りします。 

      本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      議案第４１号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１３．議案第４２号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

保健福祉課長（桔梗俊幸君）はい、議長。それでは、議案第４２号令和元年度山元町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

      まず、今回の補正の規模でございますが、歳入歳出それぞれ２７５万２，０００円を

追加しまして、総額を１８億２，５４４万１，０００円とするものでございます。 

      それでは、歳出予算のほうからご説明させていただきます。 

      お手元の議案書６ページお開きください。 

      こちらは歳出予算の補正予算事項別明細書になります。こちら第１款総務費について

ですが、第１目の賦課徴収費節で言うと１３節委託料の増額補正となります。こちらは

法改正に伴う国民健康保険税の電算システムの改修費用２７５万２，０００円を増額計

上するものでございます。 

      次に、歳入予算の補正額についてですが、ただいまのページの上段５ページになりま

す。こちら第６款繰入金についてですが、こちら第１目基金繰入金において、ただいま

歳出にてご説明いたしました国保税の電算システムの改修費用の増額補正に対応する

額として財政調整基金からの取り崩しを増額計上してございます。金額については、歳
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出補正額と同額の２７５万２，０００円の増額補正となります。なお、今回の補正の財

源は、財政調整基金で財源の手当てをしてございますが、例年どおりこのような法改正

に伴う費用の負担は特別調整交付金等で交付される予定となっておりますので、今年度

の交付要綱が決定し次第、県支出金での増額補正予算として、改めてご提案させていた

だき、財源の内訳の変更を後日行わせていただく予定でございます。 

      以上が今回の補正予算（第１号）の内容でございます。よろしくご審議の上、ご可決

賜りますようお願い申し上げます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第４２号令和元年度山元町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）を採決します。 

      お諮りします。 

      本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      議案第４２号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１４．議案第４３号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

保健福祉課長（桔梗俊幸君）はい、議長。それでは、議案第４３号令和元年度山元町介護保険事業

特別会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

      まず、今回の補正の規模でございますが、今回の補正は、介護特会全体の予算規模増

減額をしているものではなくてですね、先ほどご可決賜りました介護保険条例の改正に

基づきまして、歳入予算での増減措置並びに歳出予算においては財源内訳の変更を行う

ものでございます。 

      では、先に歳入予算の補正額についてご説明をさせていただきます。 

      お手元の議案書の５ページをお開きいただければと思います。 

      こちらは歳入予算の補正予算事項別明細書になります。こちら第１款介護保険料第１

目１号被保険者保険料についてですが、こちらは先ほどの条例改正に基づき試算した結

果、６７９万４，０００円の減額措置を行うものでございます。 

      次に、第７款の繰入金、こちらですが、ただいまご説明申し上げました歳入予算の第

１款の保険料の減額分について、国県補助金等を財源とする一般会計からの繰入金並び

に基金繰入金により合計で同額の６７９万４，０００円を増額措置するものでございま

す。なお、こちらの下段のページの歳出予算の補正内容については、財源内訳の変更の
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みとなります。 

      以上が今回の補正予算（第１号）の内容でございます。よろしくご審議の上、ご可決

賜りますようお願い申し上げます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第４３号令和元年度山元町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）を採決します。 

      お諮りします。 

      本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      議案第４３号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１５．委発第２号を議題といたします。 

      提出者から趣旨説明を求めます。議会運営委員会委員長菊地康彦君登壇願います。 

議会運営委員会委員長（菊地康彦君）はい、議長。それでは、委発第２号新たな過疎対策法の制定

に関する意見書につきまして説明を申し上げます。 

      このことについて、別紙のとおり地方自治法第９９条及び山元町議会会議規則第１３

条第３項の規定により提出いたします。 

      提案理由でございますが、過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月末をもって失

効することから、過疎地域が果たしている多面的、公共的機能を今後も維持していくた

めに、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実、強化し、住民の暮らしを支え

ていく政策を確立、推進することが重要であり、過疎地域に住み続ける住民にとって安

心安全に暮らせる地域として健全に維持されることは同時に都市部も含めた国民全体

の安心、安全な生活に寄与するものと考え、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させ

ることが必要である。このことから、新たな過疎対策法の制定を強く要望するものであ

る。 

      なお、裏面に意見書の詳細が載ってございますので、ご参照願いたいと思います。 

      令和元年６月１３日 

      山元町議会議長 阿部 均殿 

                         提出者 議会運営委員会委員長 菊地康彦 

      以上でございます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから提出者に対する質疑を行います。   質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから委発第２号新たな過疎対策法の制定に関する意見書を採決します。 

      お諮りします。 

      議会運営委員会委員長から提出されたとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      委発第２号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１６．閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。 

      各常任委員会委員長から山元町議会会議規則第７４条の規定によりお手元に配布のと

おり、継続調査の申し出が提出されております。 

      お諮りします。 

      各常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      各常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決定し

ました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１７．議員派遣の件を議題とします。 

      お諮りします。 

      地方自治法第１００条第１３項及び山元町議会会議規則第１２６条の規定により、お

手元に配布のとおり議員を派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      ただいまお諮りしましたとおり、議員派遣の件は決定されました。 

      お諮りします。 

      ただいま決定されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その取り扱いを

議長に一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      変更を要するときの取り扱いは議長一任とすることに決定いたしました。 

                                             

議 長（阿部 均君）これで本日の議事日程は全部終了しました。 

      会議を閉じます。 
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      令和元年第２回山元町議会定例会を閉会します。 

      大変ご苦労さまでございました。 

午後３時１２分 閉 会 

                                             

      

 


